
県 章

目 次

（番号） （題　名） （担当） (頁)

54

28

告 示

220 三重県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関
する条例第3条第1項、第4条第1項、第5条第1項及び第6条第1項の知事等が別
に定めるものの一部を改正する告示

(デジタル改革推進
課)

64

11

29 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の一部を改正する規則

( 同 ) 42

三重県の事務処理の特例に関する条例に基づき市町が処理する事務の範囲を
定める規則の一部を改正する規則

(地域づくり推進
課)

( 健 康 推 進 課 ) 13

( 同 ) 3

27 三重県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正
する規則

(デジタル改革推進
課)

11

(企業誘致推進課)

24

2

三重県行政手続条例施行規則の一部を改正する規則 ( 同 )

2

三重県行政手続条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則 ( 法 務 課 ) 3

三重県聴聞規則の一部を改正する規則

55

25

3

( 総 務 課 )

3 三重県病院事業庁聴聞規程の一部を改正する管理規程 ( 病 院 事 業 庁 )

31 三重県立職業能力開発施設条例施行規則の一部を改正する規則 ( 雇 用 対 策 課 )

32

26

三重県企業庁聴聞規程の一部を改正する管理規程

企業庁管理規程

23

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一
部を改正する規則

三重県企業立地促進条例施行規則の一部を改正する規則

30

委員会等の職員等に対する知事の権限の一部委任等に関する規則の一部を改
正する規則

規 則

57( 企 業 庁 )

総務部の所管する法令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分
を示す証明書の様式の特例に関する規則

( 同 )

61

病院事業庁管理規程

7

22

三重県県税の滞納処分に関する文書等の様式に関する規則の一部を改正する
規則

( 税 務 企 画 課 ) 7

令和8年3月31日

号　外三重県公報
(火)

21

令和8年3月31日 三　重　県　公　報 号　　外

1



 

規 則 

 

委 員 会 等 の 職 員 等 に 対 す る 知 事 の 権 限 の 一 部 委 任 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 八 年 三 月 三 十 一 日  

    三 重 県 知 事   一   見   勝   之  

三 重 県 規 則 第 二 十 一 号  

委 員 会 等 の 職 員 等 に 対 す る 知 事 の 権 限 の 一 部 委 任 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

委 員 会 等 の 職 員 等 に 対 す る 知 事 の 権 限 の 一 部 委 任 等 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 四 十 二 年 三 重 県 規 則 第 十 六 号 ） の 一 部

を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

別 表 第 二 （ 第 三 条 関 係 ）  別 表 第 二 （ 第 三 条 関 係 ）  

 教 育 委 員

会 事 務 局

副 教 育 長  

一 ～ 三 （ 略 ）  

四 公 益 信 託 に 関 す る 法 律 （ 令 和 六 年 法 律 第 三

十 号 。 以 下 「 公 益 信 託 法 」 と い う 。 ） 第 三

条 の 規 定 に よ り 行 政 庁 と な る 知 事 が 行 う こ

と と さ れ る 事 務 の う ち 、 教 育 委 員 会 の 所 掌

事 務 に 関 連 す る 事 項 を 事 務 の 目 的 と す る 信

託 に 関 す る こ と 。  

五  公 益 信 託 法 第 四 十 二 条 第 二 項 の 規 定 に よ

り 読 み 替 え て 適 用 さ れ る 公 益 信 託 法 第 二 十

八 条 第 一 項 に 規 定 す る 報 告 徴 収 及 び 立 入 検

査 に 関 す る 事 務 の う ち 、 教 育 委 員 会 の 所 掌

事 務 に 関 連 す る 事 項 を 事 務 の 目 的 と す る 信

託 に 関 す る こ と 。  

  教 育 委 員

会 事 務 局

副 教 育 長  

一 ～ 三 （ 略 ）   

    

 （ 略 ）  （ 略 ）    （ 略 ）  （ 略 ）   

 警 察 本 部

長 

一 ～ 七 （ 略 ）  

八 次 に 掲 げ る イ 及 び ロ の 事 務 の う ち 、 国 家 公

安 委 員 会 の 所 掌 事 務 に 関 連 す る 事 項 を 事 務

の 目 的 と す る 信 託 に 関 す る こ と 。  

イ  公 益 信 託 法 第 三 条 の 規 定 に よ り 行 政 庁

と な る 知 事 が 行 う こ と と さ れ る 事 務 

ロ  公 益 信 託 法 第 四 十 二 条 第 二 項 の 規 定 に

よ り 読 み 替 え て 適 用 さ れ る 公 益 信 託 法 第

二 十 八 条 第 一 項 に 規 定 す る 報 告 徴 収 及 び

立 入 検 査 に 関 す る 事 務  

  警 察 本 部

長 

一 ～ 七 （ 略 ）   

 （ 略 ）  （ 略 ）    （ 略 ）  （ 略 ）   

  

附  則  

こ の 規 則 は 、 令 和 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

 

総 務 部 の 所 管 す る 法 令 の 規 定 に 基 づ く 立 入 検 査 等 の 際 に 携 帯 す る 職 員 の 身 分 を 示 す 証 明 書 の 様 式 の 特 例 に 関 す

る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 八 年 三 月 三 十 一 日  

                            三 重 県 知 事   一   見   勝   之    

三 重 県 規 則 第 二 十 二 号  

総 務 部 の 所 管 す る 法 令 の 規 定 に 基 づ く 立 入 検 査 等 の 際 に 携 帯 す る 職 員 の 身 分 を 示 す 証 明 書 の 様 式 の 特 例 に
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関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

総 務 部 の 所 管 す る 法 令 の 規 定 に 基 づ く 立 入 検 査 等 の 際 に 携 帯 す る 職 員 の 身 分 を 示 す 証 明 書 の 様 式 の 特 例 に 関 す

る 規 則 （ 令 和 四 年 三 重 県 規 則 第 三 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  
次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

第 一 条  次 に 掲 げ る 法 令 の 規 定 に 基 づ く 立 入 検 査 等 の

際 に 職 員 が 携 帯 す る そ の 身 分 を 示 す 証 明 書 は 、 他 の 規

則 の 規 定 に か か わ ら ず 、 別 記 様 式 に よ る こ と が で き

る 。  

第 一 条  次 に 掲 げ る 法 令 の 規 定 に 基 づ く 立 入 検 査 等 の

際 に 職 員 が 携 帯 す る そ の 身 分 を 示 す 証 明 書 は 、 他 の 規

則 の 規 定 に か か わ ら ず 、 別 記 様 式 に よ る こ と が で き

る 。  

一  （ 略 ）  一  （ 略 ）  

 二  三 重 県 公 益 認 定 等 審 議 会 及 び 県 が 所 管 す る 公 益

信 託 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 四 年 三 重 県 条 例 第 四 十 二

号 ） 第 四 十 条 第 二 項  

二  （ 略 ）  三  （ 略 ）  

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 令 和 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  旧 公 益 信 託 （ 公 益 信 託 に 関 す る 法 律 （ 令 和 六 年 法 律 第 三 十 号 ） 附 則 第 四 条 第 一 項 後 段 に 規 定 す る 旧 公 益 信 託

を い う 。 次 項 に お い て 同 じ 。 ） で あ っ て 、 三 重 県 知 事 又 は 三 重 県 教 育 委 員 会 の 所 管 に 属 す る も の に 対 す る こ の 規

則 に よ る 改 正 後 の 総 務 部 の 所 管 す る 法 令 の 規 定 に 基 づ く 立 入 検 査 等 の 際 に 携 帯 す る 職 員 の 身 分 を 示 す 証 明 書 の

様 式 の 特 例 に 関 す る 規 則 の 適 用 に つ い て は 、 第 一 条 中 「 二  三 重 県 補 助 金 等 交 付 規 則 （ 昭 和 三 十 七 年 三 重 県  

規 則 第 三 十 四 号 ） 第 二 十 一 条 第 一 項 」 と あ る の は  

 

 

                     と す る 。  

３  こ の 規 則 に よ る 改 正 前 の 総 務 部 の 所 管 す る 法 令 の 規 定 に 基 づ く 立 入 検 査 等 の 際 に 携 帯 す る 職 員 の 身 分 を 示 す

証 明 書 の 様 式 の 特 例 に 関 す る 規 則 に 基 づ き 作 成 さ れ た 同 規 則 第 一 条 第 二 号 の 記 載 の あ る 別 記 様 式 は 、 旧 公 益 信

託 で あ っ て 、 三 重 県 知 事 又 は 三 重 県 教 育 委 員 会 の 所 管 に 属 す る も の に 対 し て は 、 な お そ の 効 力 を 有 す る 。  

 

三 重 県 行 政 手 続 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 施 行 期 日 を 定 め る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 八 年 三 月 三 十 一 日  

                            三 重 県 知 事   一   見   勝   之    

三 重 県 規 則 第 二 十 三 号  

三 重 県 行 政 手 続 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 施 行 期 日 を 定 め る 規 則  

三 重 県 行 政 手 続 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 七 年 三 重 県 条 例 第 六 十 四 号 ） の 施 行 期 日 は 、 令 和 八 年 五 月 二

十 一 日 と す る 。  

 

三 重 県 聴 聞 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 八 年 三 月 三 十 一 日  

    三 重 県 知 事   一   見   勝   之    

三 重 県 規 則 第 二 十 四 号  

三 重 県 聴 聞 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

三 重 県 聴 聞 規 則 （ 平 成 六 年 三 重 県 規 則 第 九 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

「 二  三 重 県 補 助 金 等 交 付 規 則 （ 昭 和 三 十 七 年 三 重 県 規 則 第  

 三  三 重 県 公 益 認 定 等 審 議 会 及 び 県 が 所 管 す る 公 益 信 託 に  

三 十 四 号 ） 第 二 十 一 条 第 一 項  

 関 す る 条 例 及 び 県 の 出 資 法 人 へ の 関 わ り 方 の 基 本 的 事 項 を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 八 年 三 重 県  

 

条 例 第 二 十 一 号 ） に よ る 改 正 前 の 三 重 県 公 益 認 定 等 審 議 会 及 び 県 が 所 管 す る 公 益 信 託 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 四  

 

年 三 重 県 条 例 第 四 十 二 号 ） 第 四 十 条 第 二 項 」 
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改   正   後  改   正   前  

（ 聴 聞 の 通 知 及 び 期 日 の 変 更 ）  （ 聴 聞 の 通 知 及 び 期 日 の 変 更 ）  
第 三 条  （ 略 ）  第 三 条  （ 略 ）  

２  知 事 が 前 項 の 規 定 に よ る 通 知 （ 法 第 十 五 条 第 四 項 又

は 条 例 第 十 五 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 公 示 の 方 法 に よ

る 通 知 を し た 場 合 を 含 む 。 ） を し た 場 合 に お い て 、 当

事 者 は 、 や む を 得 な い 理 由 が あ る と き に は 、 知 事 に 対

し 、 聴 聞 の 期 日 の 変 更 を 申 し 出 る こ と が で き る 。  

２  知 事 が 前 項 の 規 定 に よ る 通 知 （ 法 第 十 五 条 第 三 項 又

は 条 例 第 十 五 条 第 三 項 の 通 知 を し た 場 合 を 含 む 。 ） を

し た 場 合 に お い て 、 当 事 者 は 、 や む を 得 な い 理 由 が あ

る と き に は 、 知 事 に 対 し 、 聴 聞 の 期 日 の 変 更 を 申 し 出

る こ と が で き る 。  

３  前 項 の 規 定 に よ る 申 出 は 、 聴 聞 の 期 日 の 五 日 前 ま で

に 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 書 面 を 知 事 に 提 出 し て

行 う も の と す る 。  

３  前 項 の 規 定 に よ る 申 出 は 、 聴 聞 の 期 日 の 五 日 前 ま で

に 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 書 面 を 知 事 に 提 出 し て

行 う も の と す る 。  

 一  （ 略 ）   一  （ 略 ）  

二  聴 聞 の 件 名 （ 予 定 さ れ る 不 利 益 処 分 の 内 容 、 根 拠

と な る 法 令 の 条 項 及 び 名 宛 人 の 氏 名 を い う 。 以 下 同

じ 。 ）  

二  聴 聞 の 件 名 （ 予 定 さ れ る 不 利 益 処 分 の 内 容 、 根 拠

と な る 法 令 の 条 項 及 び 名 あ て 人 の 氏 名 を い う 。 以 下

同 じ 。 ）  

 三  （ 略 ）   三  （ 略 ）  

４ ・ ５  （ 略 ）  ４ ・ ５  （ 略 ）  

別 紙 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。  
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別紙様式（第３条関係） 

（表） 

聴 聞 通 知 書 

第     号  

年  月  日  

        様 

三重県知事        □印   

 あなたに対する下記の事実を原因とする不利益処分に係る 行 政 手 続 法 第
三重県行政手続条例 

13 条
第13条 の規定による聴聞を下記のとおり行いますので通知します。 

記 

 

聴 

聞 

の 

件 

名 

予 定 さ れ る
不利益処分の内容  

 

根 拠 と な る
法 令 の 条 項  

不 利 益 処 分 の
名 宛 人 の 氏 名  

不 利 益 処 分 の
原 因 と な る 事 実  

聴 聞 の 期 日 
  年 月 日  時  分から  時  分まで
（審理の経過によっては予定終了時間より早期に終結する場合
があります。） 

聴 聞 の 場 所  

聴聞に関す

る事務を所

掌する組織 

名 称 

（聴聞の期日変更・資料の閲覧） 
 
 
（代理人・補佐人の選任、その他聴聞の主宰に関する事項） 
 
 

所 在 地 
連 絡 先 

 
 
 
 

備考 １ あなたは聴聞の期日に出向いて意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物

（以下「証拠書類等」という。）を提出し、又は聴聞の期日に出向くこと

に代えて陳述書及び証拠書類等を提出することができます。 

   ２ あなたは聴聞が終結する時までの間、当該不利益処分の原因となる事実

を証する資料の閲覧を求めることができます。 

   ３ その他聴聞に際しての留意事項は裏面のとおりです。 

 備考 所定の欄に記載することができないときは、別紙に記載の上、これを添付すること。 
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（裏） 

聴聞に際しての留意事項 

１ あなたが聴聞に出向かない場合には、あなたに代わって代理人を聴聞の期日に

出席させることができます。代理人を選任する場合には、委任状を聴聞の期日ま

でに提出してください。 

２ 聴聞の期日において補佐人と出向こうとする場合には、補佐人になろうとする

者の氏名、住所、聴聞の件名、あなたとの関係及び補佐する事項を記載した書面

を聴聞の期日の５日前までに主宰者に提出して許可を受けてください。 

３ やむを得ない理由がある場合には、三重県知事に対し、聴聞の期日の５日前ま

でに、聴聞の件名及び聴聞の期日の変更の理由を記載した書面を提出して、聴聞

の期日の変更を申し出ることができます。 

４ あなた又はあなたの代理人が聴聞の期日に出向く場合にはこの通知書を持参し

てください。 

５ 正当な理由なく聴聞の期日に出向かず、かつ、陳述書又は証拠書類等を提出し

ない場合には、 行 政 手 続 法 第 23 条 第 １ 項
三重県行政手続条例第23条第１項 の規定により、改めて意見

を述べ、及び証拠書類等を提出する機会を与えることなく、聴聞を終結すること

があります。 

 

 

 

聴聞の

主宰者 
職 名  氏 名  

 

聴 聞 の 公 開 公開する・公開しない 

 

備考 聴聞の公開の項については、該当する部分を〇印で囲むこと。  
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附  則  

こ の 規 則 は 、 令 和 八 年 五 月 二 十 一 日 か ら 施 行 す る 。  

 
三 重 県 行 政 手 続 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 八 年 三 月 三 十 一 日  

    三 重 県 知 事   一   見   勝   之    

三 重 県 規 則 第 二 十 五 号  

三 重 県 行 政 手 続 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

三 重 県 行 政 手 続 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 八 年 三 重 県 規 則 第 三 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 不 利 益 処 分 を し よ う と す る 場 合 の 手 続 を 要 し な い

処 分 ）  

 

第 一 条  三 重 県 行 政 手 続 条 例 （ 平 成 八 年 三 重 県 条 例 第 一

号 。 第 一 号 及 び 次 条 に お い て 「 条 例 」 と い う 。 ） 第 十

三 条 第 二 項 第 五 号 の 規 則 で 定 め る 処 分 は 、 次 に 掲 げ る

処 分 と す る 。  

三 重 県 行 政 手 続 条 例 （ 平 成 八 年 三 重 県 条 例 第 一 号 ） 第

十 三 条 第 二 項 第 五 号 の 規 則 で 定 め る 処 分 は 、 次 に 掲 げ る

処 分 と す る 。  

一  条 例 等 （ 条 例 第 二 条 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 条 例

等 を い う 。 以 下 こ の 号 及 び 次 号 に お い て 同 じ 。 ） の

規 定 に よ り 行 政 庁 が 交 付 す る 書 類 で あ っ て 交 付 を

受 け た 者 の 資 格 又 は 地 位 を 証 明 す る も の （ 以 下 こ の

号 に お い て 「 証 明 書 類 」 と い う 。 ） に つ い て 、 条 例

等 の 規 定 に 従 い 、 既 に 交 付 し た 証 明 書 類 の 記 載 事 項

の 訂 正 （ 追 加 を 含 む 。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。 ）

を す る た め に そ の 提 出 を 命 ず る 処 分 及 び 訂 正 に 代

え て 新 た な 証 明 書 類 の 交 付 を す る 場 合 に 既 に 交 付

し た 証 明 書 類 の 返 納 を 命 ず る 処 分  

一  条 例 等 の 規 定 に よ り 行 政 庁 が 交 付 す る 書 類 で あ

っ て 交 付 を 受 け た 者 の 資 格 又 は 地 位 を 証 明 す る も

の （ 以 下 こ の 号 に お い て 「 証 明 書 類 」 と い う 。 ） に

つ い て 、 条 例 等 の 規 定 に 従 い 、 既 に 交 付 し た 証 明 書

類 の 記 載 事 項 の 訂 正 （ 追 加 を 含 む 。 以 下 こ の 号 に お

い て 同 じ 。 ） を す る た め に そ の 提 出 を 命 ず る 処 分 及

び 訂 正 に 代 え て 新 た な 証 明 書 類 の 交 付 を す る 場 合

に 既 に 交 付 し た 証 明 書 類 の 返 納 を 命 ず る 処 分  

 二  （ 略 ）   二  （ 略 ）  

（ 公 示 送 達 の 方 法 ）   

第 二 条  条 例 第 十 五 条 第 四 項 （ 条 例 第 二 十 二 条 第 三 項 （ 条

例 第 二 十 五 条 後 段 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 及

び 第 二 十 九 条 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 場 合 を 含

む 。 ） に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 方 法 は 、 行 政 手 続 法 第

十 五 条 第 四 項 等 に 規 定 す る 総 務 省 令 で 定 め る 方 法 を

定 め る 省 令 （ 令 和 七 年 総 務 省 令 第 百 三 号 ） に 規 定 す る

方 法 と す る 。  

 

附  則  

こ の 規 則 は 、 令 和 八 年 五 月 二 十 一 日 か ら 施 行 す る 。  

 

三 重 県 県 税 の 滞 納 処 分 に 関 す る 文 書 等 の 様 式 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 八 年 三 月 三 十 一 日  

                            三 重 県 知 事   一   見   勝   之    

三 重 県 規 則 第 二 十 六 号  

三 重 県 県 税 の 滞 納 処 分 に 関 す る 文 書 等 の 様 式 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

三 重 県 県 税 の 滞 納 処 分 に 関 す る 文 書 等 の 様 式 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 三 十 四 年 三 重 県 規 則 第 八 十 七 号 ） の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 文 書 等 の 様 式 ）  （ 文 書 等 の 様 式 ）  
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 第 十 号 様 式 中 「（滞納者所有の） 」 を 削 る 。  

第 十 四 号 様 式 中 「 第 6 条の 2 第 1 項第 5 号 」 を 「第 6 条の 2 第 1 項第 4 号 」 に 改 め る 。  

第 十 六 号 様 式 中 「 取上調書を 」 を 「債権証書取上調書謄本を 」 に 、 「 取上調書謄本 」 を 「 債権証書取上調書謄本 」

に 改 め る 。  

第 二 十 一 号 様 式 、 第 三 十 二 号 様 式 及 び 第 五 十 四 号 様 式 中 「 日本電信電話株式会社 」 を 「 ＮＴＴ東日本株式会社

又はＮＴＴ西日本株式会社 」 に 改 め る 。  

第 六 十 八 号 様 式 の 次 に 次 の 様 式 を 加 え る 。  

 

 

第 二 条  県 税 及 び こ れ に 係 る 徴 収 金 の 滞 納 処 分 の 執 行 に

必 要 な 文 書 等 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る も の と し 、 そ の 様

式 は 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  
一 ～ 六 十 八  （ 略 ）  

第 二 条  県 税 及 び こ れ に 係 る 徴 収 金 の 滞 納 処 分 の 執 行 に

必 要 な 文 書 等 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る も の と し 、 そ の 様

式 は 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

一 ～ 六 十 八  （ 略 ）  

六 十 九  預 り 証  第 六 十 九 号 様 式   
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第 69号様式（第２条関係） 

預 り 証 

年 月 日    

（住所又は居所） 

 

                  

（氏名） 

 

                様 

             県税事務所  

（電話番号   ―   ―   ） 

 徴税吏員             ㊞  

 

国税徴収法第141条の２の規定に基づき滞納処分に関する調査について必要があります 

ので、下記の物件をお預かりします。 

記 

№ 物件の名称又は種類 数量 備考 

1    

2    

3    

4    

5    

 

    年 月 日 

 上記の物件について確かに返還を受けました。 

 氏名           

（注）お預かりした物件は、調査の必要がなくなり次第速やかに返還します。 

   また、お預かりした物件が必要となつた場合においても、特段の支障がない限り速やか 

に返還しますので、調査担当者まで連絡してください（即日の返還ができない場合もあり 

ます）。 

お渡しした預り証は、物件の返還の際にお返しいただくことになりますから、大切に保 
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管してください。 

なお、この処分について不服がある場合は、この処分があつたことを知つた日の翌日か 

ら起算して３月以内と地方税法第19条の４に規定する期間とのいずれか早く経過する期間 

内に、三重県知事に対して審査請求をすることができます。審査請求書については、なる 

べく県税事務所長又は自動車税事務所長を経由して２通提出してください。 

   処分の取消しの訴えは、この処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ 

提起することができません。この処分の取消しの訴えは、この裁決があつたことを知つた 

日の翌日から起算して６月以内に、三重県を被告として（訴訟において三重県を代表する 

者は三重県知事となります。）、提起することができます。 

   なお、①審査請求があつた日から３月を経過しても裁決がないとき、②処分、処分の執 

行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、③その他 

裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、この裁決を経ずに訴訟を提起すること 

ができます。 

   ただし、上記の期間が経過する前に、この処分があつた日の翌日から起算して１年を経 

過した場合は、審査請求をすることができなくなり、また、審査請求に対する裁決のあつ 

た日の翌日から起算して１年を経過した場合は、処分の取消しの訴えを提起することがで 

きなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求に対 

する裁決）があつた日の翌日から起算して１年を経過した後であつても審査請求をするこ 

とや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。 

（備考）必要があるときは、上記の記載事項について所要の補正を加えることができる。 

（調理要領） 

   この預り証は、国税徴収法第141条の２の規定により、物件を留め置く場合に使用する。 
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附  則  

 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 
三 重 県 行 政 手 続 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 八 年 三 月 三 十 一 日  

    三 重 県 知 事   一   見   勝   之    

三 重 県 規 則 第 二 十 七 号  

三 重 県 行 政 手 続 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

三 重 県 行 政 手 続 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 規 則 （ 平 成 十 六 年 三 重 県 規 則 第 八 十 二 号 ） の 一 部 を

次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

第 八 条  （ 略 ）  第 八 条  （ 略 ）  

（ 添 付 書 面 等 の 省 略 ）   

第 八 条 の 二  情 報 通 信 技 術 利 用 条 例 第 七 条 の 二 の 規 則 で

定 め る 書 面 等 は 、 情 報 通 信 技 術 を 活 用 し た 行 政 の 推 進

等 に 関 す る 法 律 施 行 令 （ 平 成 十 五 年 政 令 第 二 十 七 号 。

次 項 に お い て 「 政 令 」 と い う 。 ） 第 五 条 の 表 の 上 欄 に

掲 げ る と お り と す る ほ か 、 知 事 等 が 別 に 定 め る も の と

す る 。  

 

２  情 報 通 信 技 術 利 用 条 例 第 七 条 の 二 の 規 則 で 定 め る 措

置 は 、 政 令 第 五 条 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 書 面 等 ご と に そ

れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る と お り と す る ほ か 、 知 事 等

が 別 に 定 め る も の と す る 。  

 

 （ そ の 他 の 手 続 等 へ の 準 用 ）  （ そ の 他 の 手 続 等 へ の 準 用 ）  

第 九 条  知 事 等 が 所 管 す る 手 続 等 で あ っ て 情 報 通 信 技 術

利 用 条 例 第 三 条 か ら 第 六 条 ま で 及 び 第 七 条 の 二 の 適

用 を 受 け る も の 以 外 の 手 続 等 を 、 電 子 情 報 処 理 組 織 を

使 用 す る 方 法 そ の 他 の 情 報 通 信 の 技 術 を 利 用 す る 方

法 に よ り 行 わ せ 、 又 は 行 う 場 合 に つ い て は 、 他 の 法 律

及 び 法 律 に 基 づ く 命 令 （ 告 示 を 含 む 。 ） 又 は 条 例 等 に

特 別 の 定 め が あ る 場 合 を 除 く ほ か 、 こ の 規 則 の 規 定 の

例 に よ る 。  

第 九 条  知 事 等 が 所 管 す る 手 続 等 で あ っ て 情 報 通 信 技 術

利 用 条 例 第 三 条 か ら 第 六 条 ま で の 規 定 の 適 用 を 受 け

る も の 以 外 の 手 続 等 を 、 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 す る

方 法 そ の 他 の 情 報 通 信 の 技 術 を 利 用 す る 方 法 に よ り

行 わ せ 、 又 は 行 う 場 合 に つ い て は 、 他 の 法 律 及 び 法 律

に 基 づ く 命 令 （ 告 示 を 含 む 。 ） 又 は 条 例 等 に 特 別 の 定

め が あ る 場 合 を 除 く ほ か 、 こ の 規 則 の 規 定 の 例 に よ

る 。  

附  則  

 こ の 規 則 は 、 令 和 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

 

三 重 県 の 事 務 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 に 基 づ き 市 町 が 処 理 す る 事 務 の 範 囲 を 定 め る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 八 年 三 月 三 十 一 日  

    三 重 県 知 事   一   見   勝   之    

三 重 県 規 則 第 二 十 八 号  

三 重 県 の 事 務 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 に 基 づ き 市 町 が 処 理 す る 事 務 の 範 囲 を 定 め る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る

規 則  

三 重 県 の 事 務 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 に 基 づ き 市 町 が 処 理 す る 事 務 の 範 囲 を 定 め る 規 則 （ 平 成 十 二 年 三 重 県 規

則 第 三 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

別 表 （ 第 二 条 関 係 ）  別 表 （ 第 二 条 関 係 ）  

 一 ～ 十 四 （ 略 ）  （ 略 ）    一 ～ 十 四 （ 略 ）  （ 略 ）   
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附  則  

こ の 規 則 は 、 令 和 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

         十 五  特 例 条 例 別 表 第 二

の 十 の 項 に 規 定 す る 建

築 基 準 法 （ 昭 和 二 十 五 年

法 律 第 二 百 一 号 ） 、 建 築

基 準 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十

五 年 政 令 第 三 百 三 十 八

号 ） 、 建 築 基 準 法 施 行 規

則 （ 昭 和 二 十 五 年 建 設 省

令 第 四 十 号 ） 、 三 重 県 建

築 基 準 条 例 （ 昭 和 四 十 六

年 三 重 県 条 例 第 三 十 五

号 ） 及 び 同 法 の 施 行 の た

め の 規 則 に 基 づ く 申 請

書 、 届 書 そ の 他 書 類 の 受

理 に 関 す る 事 務 で 別 に

規 則 で 定 め る も の  

建 築 基 準 法 （ 以 下 こ の 項 に お

い て 「 法 」 と い う 。 ） 、 建 築 基

準 法 施 行 令 、 建 築 基 準 法 施 行 規

則 、 三 重 県 建 築 基 準 条 例 及 び 建

築 基 準 法 施 行 細 則 （ 昭 和 四 十 六

年 三 重 県 規 則 第 六 十 四 号 ） の 規

定 に 基 づ き 知 事 に 提 出 す る こ

と と さ れ て い る 申 請 書 及 び 届

書 の 受 理 並 び に 知 事 へ の 送 付

（ た だ し 、 法 第 七 条 の 六 第 一 項

第 一 号 及 び 法 第 十 八 条 第 三 十

八 項 第 一 号 の 規 定 に よ る 仮 使

用 認 定 申 請 書 、 法 第 七 十 七 条 の

十 八 第 一 項 の 規 定 に よ る 指 定

確 認 検 査 機 関 指 定 申 請 書 、 法 第

七 十 七 条 の 三 十 五 の 二 第 一 項

の 規 定 に よ る 指 定 構 造 計 算 適

合 性 判 定 機 関 指 定 申 請 書 、 法 第

十 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 届

書 並 び に 法 第 七 十 七 条 の 二 十

一 に 規 定 す る 指 定 確 認 検 査 機

関 及 び 法 第 七 十 七 条 の 三 十 五

の 五 に 規 定 す る 指 定 構 造 計 算

適 合 性 判 定 機 関 か ら 提 出 さ れ

る 申 請 書 及 び 届 書 を 除 く 。 ）  

  十 五  特 例 条 例 別 表 第 二

の 十 の 項 に 規 定 す る 建

築 基 準 法 （ 昭 和 二 十 五 年

法 律 第 二 百 一 号 ） 、 建 築

基 準 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十

五 年 政 令 第 三 百 三 十 八

号 ） 、 建 築 基 準 法 施 行 規

則 （ 昭 和 二 十 五 年 建 設 省

令 第 四 十 号 ） 、 三 重 県 建

築 基 準 条 例 （ 昭 和 四 十 六

年 三 重 県 条 例 第 三 十 五

号 ） 及 び 同 法 の 施 行 の た

め の 規 則 に 基 づ く 申 請

書 、 届 書 そ の 他 書 類 の 受

理 に 関 す る 事 務 で 別 に

規 則 で 定 め る も の  

建 築 基 準 法 （ 以 下 こ の 項 に お

い て 「 法 」 と い う 。 ） 、 建 築 基

準 法 施 行 令 、 建 築 基 準 法 施 行 規

則 、 三 重 県 建 築 基 準 条 例 及 び 建

築 基 準 法 施 行 細 則 （ 昭 和 四 十 六

年 三 重 県 規 則 第 六 十 四 号 ） の 規

定 に 基 づ き 知 事 又 は 建 築 主 事

に 提 出 す る こ と と さ れ て い る

申 請 書 、 届 書 及 び 通 知 書 （ 法 第

十 八 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 計

画 通 知 書 に 限 る 。 ） の 受 理 並 び

に 知 事 又 は 建 築 主 事 へ の 送 付

（ た だ し 、 法 第 七 条 第 一 項 の 規

定 に よ る 完 了 検 査 申 請 書 、 法 第

十 八 条 第 二 十 項 の 規 定 に よ る

工 事 完 了 通 知 書 、 法 第 七 条 の 三

第 一 項 の 規 定 に よ る 中 間 検 査

申 請 書 及 び 法 第 十 八 条 第 二 十

八 項 の 規 定 に よ る 特 定 工 程 工

事 終 了 通 知 書 （ こ れ ら の 規 定 を

法 第 八 十 七 条 の 四 又 は 法 第 八

十 八 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項

に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む 。 ） 、 法 第 十 五 条 第 一 項 の 規

定 に よ る 届 書 、 法 第 七 十 七 条 の

二 十 一 に 規 定 す る 指 定 確 認 検

査 機 関 か ら 提 出 さ れ る 申 請 書

及 び 届 書 、 法 第 八 十 七 条 の 四 に

お い て 準 用 す る 法 第 六 条 第 一

項 の 規 定 に よ る 確 認 申 請 書 並

び に 法 第 八 十 七 条 の 四 に お い

て 準 用 す る 法 第 十 八 条 第 二 項

の 規 定 に よ る 計 画 通 知 書 を 除

く 。 ）  

 

 十 五 の 二 ～ 二 十  （ 略 ）  （ 略 ）    十 五 の 二 ～ 二 十  （ 略 ）  （ 略 ）   

 二 十 一  特 例 条 例 別 表 第 次 に 掲 げ る 書 類 の 受 理 及 び   二 十 一  特 例 条 例 別 表 第 次 に 掲 げ る 書 類 の 受 理 及 び  

 二 の 二 十 六 の 項 に 規 定

す る 三 重 県 ユ ニ バ ー サ

ル デ ザ イ ン の ま ち づ く

り 推 進 条 例 及 び 同 条 例

の 施 行 の た め の 規 則 に

基 づ く 請 求 書 、 協 議 書 、

届 書 及 び 通 知 書 の 受 理

に 関 す る 事 務 で 別 に 規

則 で 定 め る も の  

知 事 へ の 送 付 （ た だ し 、 三 重 県

ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン の ま ち

づ く り 推 進 条 例 施 行 規 則 別 表

第 一 の 一 の 表 に 掲 げ る 公 共 的

施 設 及 び 特 定 施 設 に 係 る も の

を 除 く 。 ）  

イ ～ ニ  （ 略 ）  

  二 の 二 十 六 の 項 に 規 定

す る 三 重 県 ユ ニ バ ー サ

ル デ ザ イ ン の ま ち づ く

り 推 進 条 例 及 び 同 条 例

の 施 行 の た め の 規 則 に

基 づ く 請 求 書 、 協 議 書 、

届 書 及 び 通 知 書 の 受 理

に 関 す る 事 務 で 別 に 規

則 で 定 め る も の  

知 事 へ の 送 付  

 

 

 

 

 

イ ～ ニ （ 略 ）  

 

 二 十 一 の 二 （ 略 ）  （ 略 ）    二 十 一 の 二 （ 略 ）  （ 略 ）   
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精 神 保 健 及 び 精 神 障 害 者 福 祉 に 関 す る 法 律 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 八 年 三 月 三 十 一 日  

    三 重 県 知 事   一   見   勝   之    

三 重 県 規 則 第 二 十 九 号  

精 神 保 健 及 び 精 神 障 害 者 福 祉 に 関 す る 法 律 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

精 神 保 健 及 び 精 神 障 害 者 福 祉 に 関 す る 法 律 施 行 細 則 （ 昭 和 二 十 九 年 三 重 県 規 則 第 二 十 九 号 の 一 ） の 一 部 を 次 の

よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。 

改   正   後  改   正   前  

 （ 精 神 科 病 院 の 管 理 者 の 届 出 ）  （ 精 神 科 病 院 の 管 理 者 の 届 出 ）  

第 十 条  精 神 科 病 院 の 管 理 者 は 、 法 第 三 十 三 条 第 一 項 又

は 第 二 項 の 規 定 に よ る 入 院 措 置 を 採 っ た と き は 、 第 八

号 様 式 に よ る 届 書 を そ の 入 院 に つ い て の 同 意 を 得 た

者 の 同 意 書 を 添 え て 知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

第 十 条  精 神 科 病 院 の 管 理 者 は 、 法 第 三 十 三 条 の 規 定 に

よ り 、 第 八 号 様 式 又 は 第 八 号 様 式 の 二 に よ る 届 書 を そ

の 入 院 に つ い て の 同 意 を 得 た 者 の 同 意 書 を 添 え て 知

事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  精 神 科 病 院 の 管 理 者 は 、 法 第 三 十 三 条 第 三 項 後 段 の

規 定 に よ る 入 院 措 置 を 採 っ た と き は 、 第 八 号 様 式 の 二

に よ る 届 書 を そ の 入 院 に つ い て の 同 意 を 得 た 者 の 同

意 書 を 添 え て 知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 

３  精 神 科 病 院 の 管 理 者 は 、 法 第 三 十 三 条 第 六 項 の 規 定

に よ る 入 院 の 期 間 の 更 新 を し た と き は 、 第 八 号 様 式 の

三 に よ る 届 書 を そ の 入 院 に つ い て の 同 意 を 得 た 者 の

同 意 書 を 添 え て 知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 

４  精 神 科 病 院 の 管 理 者 は 、 入 院 中 の 障 が い 者 が 無 断 で

退 去 し そ の 行 方 が 不 明 に な っ た と き 又 は そ の 者 が 帰

院 し た と き は 、 速 や か に 知 事 に 届 け 出 な け れ ば な ら な

い 。  

２  精 神 科 病 院 の 管 理 者 は 、 入 院 中 の 障 が い 者 が 無 断 で

退 去 し そ の 行 方 が 不 明 に な つ た と き 又 は そ の 者 が 帰

院 し た と き は 、 速 や か に 知 事 に 届 け 出 な け れ ば な ら な

い 。  

５ ・ ６  （ 略 ）  ３ ・ ４  （ 略 ）  

７  精 神 科 病 院 の 管 理 者 は 、 法 第 三 十 三 条 の 六 第 一 項 の

規 定 に よ る 入 院 措 置 を 採 っ た と き は 、 第 十 号 様 式 の 二

に よ る 届 書 を 知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

５  精 神 科 病 院 の 管 理 者 は 、 法 第 三 十 三 条 の 七 の 規 定 に

よ り 、 第 十 号 様 式 の 二 又 は 第 十 号 様 式 の 三 に よ る 届 書

を 知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

８  精 神 科 病 院 の 管 理 者 は 、 法 第 三 十 三 条 の 六 第 二 項 後

段 の 規 定 に よ る 入 院 措 置 を 採 っ た と き は 、 第 十 号 様 式

の 三 に よ る 届 書 を 知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 

９  精 神 科 病 院 の 管 理 者 は 、 法 第 三 十 八 条 の 二 の 規 定 に

よ り 、 第 十 号 様 式 の 四 に よ る 報 告 書 を 知 事 に 提 出 し な

け れ ば な ら な い 。  

６  精 神 科 病 院 の 管 理 者 は 、 法 第 三 十 八 条 の 二 の 規 定 に

よ り 、 第 十 号 様 式 の 四 又 は 第 十 号 様 式 の 五 に よ る 報 告

書 を 知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

第 三 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。  

令和8年3月31日 三　重　県　公　報 号　　外
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第３号様式（第４条関係） 
 

措 置 入 院 に 関 す る 診 断 書 

申請等の形式 

ⅰ 親族又は一般人申請（第22条） ⅱ 警察官通報（第23条） 

ⅲ 検察官通報（第24条）     ⅳ 保護観察所長通報（第25条） 

ⅴ 矯正施設長通報（第26条）   ⅵ 精神科病院管理者届出（第26条の２) 

ⅶ 医療観察法対象者［指定通院医療機関管理者通報、保護観察所長通報］

（第26条の３） ⅷ 都道府県知事・指定都市市長職務診察（第27条第２項） 

申請等の添付

資 料 
ⅰ あ り   ⅱ な し 

被 診 察 者 

（精神障害者） 

フリガナ  
生年
月日 

 年  月  日生 

（満  歳） 
氏 名 （男・女） 

住 所     
都道

府県
     

郡市

区
     

町村

区
 

職 業  

病 名 
１ 主たる精神障害 

ICDカテゴリー（   ） 

２ 従たる精神障害 

ICDカテゴリー（   ） 

３ 身体合併症 

生 活 歴 及 び
現 病 歴 
推定発病年月、
精神科受診歴等
を記載するこ
と。 

（陳述者氏名              続柄     ） 

初回入院期間 

前回入院期間 

初回から前回ま
での入院回数 

       年  月  日～       年  月  日 
（入院形態        ） 

       年  月  日～       年  月  日 
（入院形態        ） 

計       回 

重大な問題行動（Ａはこ

れまでの、Ｂは今後おそ

れある問題行動） 

現在の精神症状、その他の重要な症状、問題行動等、現在の状態像

（該当のローマ数字及び算用数字を○で囲むこと。） 

１ 殺人 Ａ Ｂ ＜現在の精神症状＞ 

Ⅰ 意識 

  １意識混濁 ２せん妄 ３もうろう ４その他（     ） 

Ⅱ 知能（軽度障害、中等度障害、重度障害） 

Ⅲ 記憶 

  １記銘障害 ２見当識障害 ３健忘 ４その他（     ） 

Ⅳ 知覚 

  １幻聴 ２幻視 ３その他（     ） 

Ｖ 思考 

  １妄想 ２思考途絶 ３連合弛緩 ４滅裂思考 ５思考奔逸 

  ６思考制止 ７強迫観念 ８その他（     ） 

２ 放火 Ａ Ｂ 

３ 強盗 Ａ Ｂ 

４ 不同意性交等 Ａ Ｂ 

５ 不同意わいせつ Ａ Ｂ 

６ 傷害 Ａ Ｂ 

７ 暴行 Ａ Ｂ 

８ 恐喝 Ａ Ｂ 

９ 脅迫 Ａ Ｂ 

10 窃盗 Ａ Ｂ 

11 器物損壊 Ａ Ｂ 
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12 弄火又は失火 Ａ Ｂ Ⅵ 感情・情動 

  １感情平板化 ２抑うつ気分 ３高揚気分 ４感情失禁 

  ５焦燥・激越 ６易怒性・被刺激性亢進 ７その他（   ） 

Ⅶ 意欲 

  １衝動行為 ２行為心迫 ３興奮 ４昏迷 ５精神運動制止 

  ６無為・無関心 ７その他（     ） 

Ⅷ 自我意識 

  １離人感 ２させられ体験 ３解離 ４その他（     ） 

Ⅸ 食行動 

  １拒食 ２過食 ３異食 ４その他（     ） 

＜その他の重要な症状＞ 

  １てんかん発作 ２自殺念慮 ３物質依存（     ） 

  ４その他（     ） 

＜問題行動等＞ 

  １暴言 ２徘徊 ３不潔行為 ４その他（     ） 

＜現在の状態像＞ 

  １幻覚妄想状態 ２精神運動興奮状態 ３昏迷状態 

  ４統合失調症等残遺状態 ５抑うつ状態 ６躁状態 

  ７せん妄状態 ８もうろう状態 ９認知症状態 

  10その他（     ） 

13 家宅侵入 Ａ Ｂ 

14 詐欺等の経済

的な問題行動 

Ａ Ｂ 

15 自殺企図 Ａ Ｂ 

16 自傷 Ａ Ｂ 

17 その他 Ａ Ｂ 

  （    ）   

   

診察時の特記事項  

医学的総合判断 Ⅰ 要措置     Ⅱ 措置不要 

 以上のように診断する。                       年  月  日  

精神保健指定医氏名               

署名             

 

（行政庁における記載欄） 

  診察に立会った者 氏名         （男・女）続柄又は職業    年齢  歳  
 （親権者、配偶者等） 

  診 察 場 所 

  診 察 日 時           年  月  日  時  分～  時  分 

  職 員 氏 名 

行 政 庁 の 措 置  

行 政 庁 メ モ  
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記載上の留意事項 

 １ 生活歴及び現病歴の欄は、他診療所及び他病院での受診歴をも聴取して記載するこ

と。 

 ２ 平成20年３月31日以前に広告している神経科における受診歴を精神科受診歴等に含

むこと。 

 ３ 初回及び前回入院期間の欄は、他病院での入院歴・入院形態をも聴取して記載する

こと。 

 ４ 重大な問題行動の欄には、Ａはこれまでに認められた問題行動を、Ｂは今後おそれ

のある問題行動を指し、該当する全ての算用数字、Ａ及びＢを○で囲むこと。 

 ５ 現在の精神症状、その他の重要な症状、問題行動等、現在の状態像の欄は、一般に

この書類作成までの過去数か月間に認められたものとし、主として最近のそれに重点

を置くこと。 

 ６ 診察時の特記事項の欄は、被診察者の受診態度、表情、言語的及び非言語的なコミ

ュニケーションの様子、診察者が受ける印象等について記載すること。 

 ７ 診断した精神保健指定医氏名の欄は、精神保健指定医自身が署名すること。 

 ８ 選択肢の欄は、それぞれ該当する算用数字、ローマ数字等を○で囲むこと。  
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第 五 号 様 式 か ら 第 八 号 様 式 の 二 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。  
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第５号様式（第６条関係） 

              措置入院決定のお知らせ 

         様 

年  月  日   

三重県知事            

【入院理由について】 

 あなたは、精神保健指定医の診察の結果、【①幻覚妄想状態 ②精神運動興奮状態 ③

昏迷状態 ④統合失調症等残遺状態 ⑤抑うつ状態 ⑥躁状態 ⑦せん妄状態 ⑧もうろ

う状態 ⑨認知症状態 ⑩その他（     ）】にあり、ご自身を傷つけたり、又は他

人に害を及ぼしたりするおそれがあることから、【①精神保健及び精神障害者福祉に関す

る法律第２９条の規定 ②精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第２９条の２の規

定】による入院措置（措置入院・緊急措置入院）が必要であると認めたので通知します。 

 

【入院中の生活について】 

１ あなたの入院中、手紙やはがきなどを受け取ったり、出したりすることは制限なく行

うことができます。ただし、封書に異物が同封されていると判断される場合、病院の職

員と一緒に、あなたに開封してもらい、その異物は病院であずかることがあります。 

２ あなたの入院中、人権を擁護する行政機関の職員、あなたの代理人である弁護士との

電話・面会や、あなた又はあなたのご家族等の依頼によりあなたの代理人となろうとす

る弁護士との面会は、制限されませんが、それら以外の人との電話・面接については、

あなたの病状に応じて医師の指示で一時的に制限することがあります。 

３ あなたの入院中、治療上どうしても必要な場合は行動制限を受けることがあります。 

４ 入院日から７日以内に、退院後の生活環境に関し、あなたやご家族等からのご相談に

応じ、必要な情報の提供や助言、援助等を行う職員として、退院後生活環境相談員が選

任されます。 

５ 介護保険や障害福祉のサービスの利用を希望される場合又はその必要性がある場合、

介護や障害福祉に関する相談先を紹介しますので、退院後生活環境相談員等の病院の職

員にお問い合わせください。 

６ もしも入院中の治療内容や生活について、あなたに不明な点、納得のいかない点があ

りましたら、遠慮なく病院の職員にお話しください。 

７ あなたの入院中、もしもあなたが病院の職員から虐待を受けた場合、下記に届け出る

ことができます。また、もしも他の入院患者さんが病院の職員から虐待を受けたのを見

かけた場合も、下記に通報してください。 

 

 

 

 

（裏面に続く）  

 自治体の虐待通報に関する連絡先（電話番号を含む。） 
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【入院や入院生活にご納得のいかない場合】 

１ あなたの入院や入院生活に納得のいかない場合には、あなた又はあなたのご家族等は、

退院や病院の処遇の改善を指示するよう、都道府県知事に請求することができます。こ

の点について、詳しくお知りになりたいときは、病院の職員にお尋ねになるか下記にお

問い合わせ下さい。 

 

 

 

２ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起

算して３か月以内に厚生労働大臣に対して審査請求をすることができます（なお、この

処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、この処分の日

の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。 

 

３ この処分の取消しを求める訴えは、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して６

か月以内に限り、三重県を被告として（訴訟において三重県を代表する者は三重県知事

となります。）提起することができます（なお、この処分の通知を受けた日の翌日から

起算して６か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過するとこ

の処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）また、この処分の通知を

受けた日の翌日から起算して３か月以内に審査請求をした場合には、この処分の取消し

の訴えは、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内

であれば、提起することができます（なお、その審査請求に対する裁決の送達を受けた

日の翌日から起算して６か月以内であっても、その審査請求に対する裁決の日の翌日か

ら起算して１年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起することができなくなりま

す。）。 

 （三重県こころの健康センターの住所、電話番号） 
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第６号様式（第８条関係） 
 

精神障害者保健福祉手帳申請書                

市
町
名
・
受
付
年
月
日 

 

   三重県知事 宛て 

年  月  日   
  私は、次の事項について申請します。 
  精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第１項の精神障害者保健福祉手帳の 
  〔新規交付・更新・障害等級変更・都道府県間の住所変更による手帳交付〕 
   （申請項目を○で囲んでください。） 

申 請 者 
（精神障が
い者本人 

フリガナ 

氏 名 
 生年月日 

 大・昭・平・令 
 

年   月   日  

住 所 

〒 

 

電話    （    ）       

個 人 番 号             

チェック欄 □番号確認（正しい個人番号が入力されているか） □本人確認（その個人番号が付番されている方か） 

家 族 の 
連 絡 先 
（申請者が
18歳未満の
場合記入） 

フリガナ 

氏 名 
 

本人との
続柄 

（○印） 

 父 母  兄弟姉妹  祖父母 
 
 その他（         ） 

住 所 

〒 

 

電話    （    ）       

添付書類 

（○印） 

１ 医師の診断書（手帳用） 

２ 年金証書等の写し（  級)・同意書 

３ 特別障害給付金受給資格者証等の写し（  級）・同意書 

４ 写真（縦４㎝×横３㎝） 

既存の手帳 有効期限 年  月 末日 
手帳番号 

（太枠内を右からつめる） 
       

申請書を 
提出した者 

氏 

名 

 
本人
との
関係 

 
住 

所 

〒 

 

電話    （    ） 

 備考 １ 手帳の新規交付、更新又は障害等級変更の申請を行う場合には、添付書類と
して、「医師の診断書」、「障害年金の年金証書、年金裁定通知書及び直近の振
込（支払）通知書の写し」又は「特別障害給付金受給資格者証（特別障害者給
付金支給決定通知書）及び直近の国庫金振り込み通知書（国庫送金通知書）の
写し」が必要です。 

    ２ 年金証書等の写し又は特別障害給付金受給資格者証等の写しによる申請の場
合は、障害等級の判定のために年金事務所又は各共済組合等に対し、年金の障
害等級を照会することがあります。 

    ３ 写真（縦４㎝×横３㎝）は、脱帽して上半身を写したもので、１年以内に撮
影したものであること。ただし、申請者の申出により、知事が、宗教上又は医
療上の理由により顔の輪郭がわかる範囲で頭部を布などで覆うことを認める場
合を除く。  
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第７号様式（第８条関係） 

（提出用）

大正・昭和・平成・令和

年 月 日 （　　歳）

①病　　　　　　 名 (1) 主たる精神障害 　　ICDコード（　                              　　　　）

(2) 従たる精神障害 　　ICDコード（　　                              　　　）

(3) 身体合併症 　身体障害者手帳（有・無、種別　 　　　   　級）

主たる精神障害の初診年月日 ・ 平成 ・ 令和 年 月 日

診断書作成医療機関の初診年月日 ・ 平成 ・ 令和 年 月 日

（推定発病時期　　　　　年　　　月頃）

(8)てんかん発作等（けいれんおよび意識障害）

1.てんかん発作　発作型（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

(1)抑うつ状態

1.思考・運動抑制　2.易刺激性、興奮　3.憂うつ気分　4.その他（ 　） 　　　　　　　頻度（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

(2)躁状態

1.行為心迫　2.多弁　3.感情高揚・易刺激性　4.その他（　 　　　   ） (9)精神作用物質の乱用及び依存

(3)幻覚妄想状態

(4)精神運動興奮及び昏迷の状態

現在の精神作用物質の使用　有・無（不使用の場合、その期間　　年　　月から）

(5)統合失調症等残遺状態 (10)知能・記憶・学習・注意の障害

(6)情動及び行動の障害

4.学習の困難　ア読み　イ書き　ウ算数　エその他（     　　　　　）

5.遂行機能障害　6.注意障害　7.その他（　　　　　　　）

(7)不安及び不穏 (11)広汎性発達障害関連症状

1.強度の不安・恐怖感　2.強迫体験　3.心的外傷に関連する症状 4.解離・転換症状 1.相互的な社会関係の質的障害　2.コミュニケーションのパターンにおける質的障害

3.限定した常同的で反復的な関心と活動　4.その他（　　　　　　　　）

(12)その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

⑤　④の病状・状態像等の具体的程度、症状、検査所見　等　　

〔検査所見：検査名、検査結果、検査時期〕

３．日常生活能力の程度
（該当する番号を選んで、どれか一つを〇で囲む。）

(1)　精神障害を認めるが、日常生活及び社会生活は普通にできる。
 

(2)　精神障害を認め、日常生活又は社会生活に一定の制限を受ける。
　

適切にできる・おおむねできるが援助が必要・援助があればできる・できない

(4)通院・服薬（要・不要） (3)　精神障害を認め、日常生活に著しい制限を受けており、時に応

適切にできる・おおむねできるが援助が必要・援助があればできる・できない  　じて援助を必要とする。
(5)他人との意志伝達・対人関係

適切にできる・おおむねできるが援助が必要・援助があればできる・できない (4)　精神障害を認め、日常生活に著しい制限を受けており、常時援
　　助を必要とする。

適切にできる・おおむねできるが援助が必要・援助があればできる・できない
(7)社会的手続や公共施設の利用 (5)　精神障害を認め、身のまわりのことはほとんどできない。

適切にできる・おおむねできるが援助が必要・援助があればできる・できない 　

適切にできる・おおむねできるが援助が必要・援助があればできる・できない

⑦　⑥の具体的程度、状態等

⑧現在の障害福祉等のサービス利用状況(該当する項目を○で囲む。）　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定

　ア 自立訓練（生活訓練)  イ 共同生活援助（グループホーム）　ウ 居宅介護（ホームヘルプ） エ その他の障害福祉サービス(            )

  オ 訪問指導  カ 生活保護  キ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

上記のとおり診断します。

医療機関名称・所在地・電話番号

　診療担当科名 医師氏名

⑩備考

1.アルコール　2.覚醒剤　3.有機溶剤　4.その他（　　　　　　　    ）

ア乱用　イ依存　ウ残遺性・遅発性精神病性障害（状態像を該当項目に再掲すること。）

昭和

1.知的障害（精神遅滞）ア.軽度　イ.中等度　ウ.重度　療育手帳(有・無、等級等　　)

令和      年　    月　    日

(8)趣味・娯楽への関心、文化的社会的活動への参加

③発病から現在までの病歴及

び治療の経過、内容（推定発

病年月、発病状況、初発症

状、治療の経過、治療内容な

どを記載する。）

＊器質性精神障害（認知症を除く）の場合、発症の原因となった疾患名とその発症日（疾患名　　　　　　　　、　　年　　　月　　　日)

エその他（　　　　　　）

診 断 書 （精神障害者保健福祉手帳用）

(6)身辺の安全保持・危機対応

1.爆発性　2.暴力・衝動行為　3.多動　4.食行動の異常　5.チック・汚言　

　最終発作（　　 　年　　月　　日）2.意識障害　3.その他（　　　　  　）

1.現在の生活環境

昭和

氏       名

住　   　所

ICDコードは、右の病名と対応

するF００～F９９、Ｇ４０の

いずれかを記載

②初診年月日

1.興奮　2.昏迷　3.拒絶　4.その他（　 　　　　　   　）

5.その他（　　　　　　　　）

1.幻覚　2.妄想　3.その他（　　　　　　    　）

④現在の病状、状態像等（該当する項目を○で囲む）

1.自閉　2.感情平板化　3.意欲の減退　4.その他（　　　　　　   　）

2.認知症　　３．その他の記憶障害（　　　　　　　　　　）

　　Ｂ　非該当　　イ　その他の医師　　　　　年　　月から　　　年　　月まで（医療機関名）　　　　　　　　　　　　　　　　　にて精神医療に従事

　　Ａ　該　当　　ア　精神保健指定医　　　　年　　月から　　　年　　月まで（医療機関名）　　　　　　　　　　　　　　　　　にて精神医療に従事

入院・入所（施設名　　　　　）・在宅（ア単身・イ家族等と同居）・その他（　　　）

(1)適切な食事摂取
自発的にできる・自発的にできるが援助が必要・援助があればできる・できない

6.その他（　　　　　　　　）

(3)金銭管理と買物

⑥生活能力の状態（保護的環境ではない場合を想定して判断する。児童では年齢相応の能力と比較の上で判断する。）

2.日常生活能力の判定（該当するもの一つを〇で囲む。）

⑨自立支援医療費（精神通院）と同時に申請する場合

自発的にできる・自発的にできるが援助が必要・援助があればできる・できない

「重度かつ継続」に関する意見（該当する項目を○で囲む。）　※その他の医師については、３年以上精神医療に従事した内容を記載する。

　　　　　　　 　(2)精神療法等                                                        　　　　　　　　       (3)訪問看護指示の有無　（有・無）

 現在の治療内容　(1)投薬内容

 今後の治療方針

(2)身辺の清潔保持、規則正しい生活

※左記の（要・不要）は、服薬について記載してください。
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第７号様式の２（第９条関係） 

三重県知事　　　宛て

　　　　年　　月　　日

＜記載事項の変更＞

（該当項目を〇で囲んでください。）

　　　　　　　年　　　　月　　　　日

＜再発行＞

届出・申請者

備考

　１　失った手帳を発見したときは、速やかに市町役場を通じて三重県知事に返還すること。

　２　三重県外からの住所変更をしたときは、本届書のほかに、手帳交付の申請書を提出すること。

　４　申請時又は手帳交付時に旧手帳を必ず返還すること。

〒            

本人との
関係

生年月日

住
所

確認欄 □番号確認（正しい個人番号が入力されているか）

届出書・申請書

を提出した者

個人番号

氏
名

□本人確認（その個人番号が付番されている方か）

現行の手帳番号

氏　　名

フリガナ

住　　所

〒          

３　写真貼付無しから写真貼付有りへ変更するための再交付の申請
　　　　（写真（縦４ｃｍ×横３ｃｍ）を添付してください。）

変更年月日

〒           
届出・申請者
（精神障がい
者本人）

 大 ・ 昭 ・ 平 ・令

新

１　〔①三重県内における住所変更、②三重県外からの住所変更、③氏名の変更〕の届出

住　　所

〒          

氏　　名

　私は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第４５条第１項に基づく精神障害者保健福祉

手帳について、次の事項（〇印をつけた事項）の届出・申請をします。

　　　精神障害者保健福祉手帳
　　　記載事項変更届・再発行申請書

市町受付欄

　３　写真有りへの変更を申請する場合は、顔写真１枚（縦４ｃｍ×横３ｃｍ。脱帽して上半身を写したもので、１年以内に撮影したもの。

　　カラー、白黒、スナップ写真可。）を添付のこと。ただし、申請者の申出により、知事が、宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭が

　　わかる範囲で頭部を布などで覆うことを認める場合を除く。

（変更内容）

旧

２　〔①汚損、②破損、③紛失〕したための再交付の申請
　　　　（該当項目を〇で囲んでください。）

　　　年　　月　　日

　　　 　　年　　月　　 日 
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第８号様式（第１０条関係） 
医療保護入院者の入院届 

 
令和   年   月   日 

 

三重県知事 殿  
病 院 名 

所 在 地 

管理者名  
 

下記の者が医療保護入院しましたので、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第33条第９項 

の規定により届け出ます。 

医 療 保 護 入 院 者 

フリガナ  

生 年 月 日 
大・昭 
平・令 

 

年   月   日生 
 

(満   歳) 
氏  名 (男･女) 

住 所 
都道       郡市       町村 
府県        区         区 

家 族 等 の 同 意 に よ り 
入 院 し た 年 月 日 

令和    年    月    日 
今 回 の 
入院年月日 

昭和 
平成 
令和 

年   月   日 

今回の医療保護入院の 
入 院 期 間 

令和    年    月    日まで 入 院 形 態 

 

第34条による移送の有無 有り          なし 

病 名 

1 主たる精神障害 

 

 

 

 
ICD カテゴリー (     ) 

2 従たる精神障害 

 

 

 

 
ICD カテゴリー (     ) 

3 身体合併症 

生 活 歴 及 び 現 病 歴 
 

推定発病年月、精神科

受診歴等を記載するこ

と。 

 

（特定医師の診察により

入院した場合には特定医

師の採った措置の妥当性

について記載すること。） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(陳 述 者 氏 名                     続柄     ) 

初 回 入 院 期 間 
昭和・平成・令和   年   月   日 ～ 昭和・平成・令和   年   月   日 
(入院形態                ) 

前 回 入 院 期 間 
昭和・平成・令和   年   月   日 ～ 昭和・平成・令和   年   月   日 
(入院形態                ) 

初 回 か ら 前 回 ま で の 
入 院 回 数 

計     回 
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＜現在の精神症状＞ Ⅰ 意識 

  1 意識混濁  2 せん妄  3 もうろう  4 その他 ( ) 

Ⅱ 知能（軽度障害、中等度障害、重度障害） 

Ⅲ 記憶 

  1 記銘障害  2 見当識障害  3 健忘  4 その他 ( ) 

Ⅳ 知覚 

  1 幻聴  2 幻視  3 その他 ( ) 

Ⅴ 思考 

  1 妄想  2 思考途絶  3 連合弛緩  4 滅裂思考  5 思考奔逸  6 思考制止 

  7 強迫観念  8 その他 ( ) 

Ⅵ 感情・情動 

  1 感情平板化  2 抑うつ気分  3 高揚気分  4 感情失禁  5 焦燥・激越 

  6 易怒性・被刺激性亢進  7 その他 ( ) 

Ⅶ 意欲 

  1 衝動行為  2 行為心迫  3 興奮  4 昏迷  5 精神運動制止 

  6 無為・無関心  7 その他 ( ) 

Ⅷ 自我意識 

  1 離人感  2 させられ体験  3 解離  4 その他 ( ) 

Ⅸ 食行動 

  1 拒食  2 過食  3 異食  4 その他 ( ) 

＜その他の重要な症状＞   1 てんかん発作  2 自殺念慮  3 物質依存 ( ) 

  4 その他 ( ) 

＜問題行動等＞   1 暴言  2 徘徊  3 不潔行為  4 その他 ( ) 

＜現在の状態像＞   1 幻覚妄想状態  2 精神運動興奮状態  3 昏迷状態 

  4 統合失調症等残遺状態  5 抑うつ状態  6 躁状態  7 せん妄状態 

  8 もうろう状態  9 認知症状態  10 その他 ( ) 

医療保護入院の必要性 

 

患者自身の病気に対す

る理解の程度を含め、任

意入院が行われる状態

にないと判断した理由に

ついて記載すること。 

 

入院を必要と認めた 
精神保健指定医氏名 

署名 

選任された退院後生
活環境相談員の氏名 

 

同 意 を し た 家 族 等 

氏 名 
(男･女) 

続 柄 

生年 

月日 

大・昭 

平・令 
 年  月  日生 

(男･女) 

続 柄 大・昭 

平・令 
 年  月  日生 

住 所 

都道       郡市       町村 
府県        区         区 

都道       郡市       町村 
府県        区         区 

1 配偶者  2 父母（親権者で ある・ない）  3 祖父母等 

4 子・孫等  5 兄弟姉妹  6 後見人又は保佐人 

7 家庭裁判所が選任した扶養義務者（選任年月日 昭和・平成・令和  年  月  日） 

8 市町村長 

 

審 査 会 意 見 
 

都 道 府 県 の 措 置 
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記 載 上 の 留 意 事 項 

 

1    内は、精神保健指定医の診察に基づいて記載すること。 

 ただし、第34条による移送が行われた場合は、この欄は、記載する必要はないこと。 

2 今回の入院年月日の欄は、今回貴病院に入院した年月日を記載し、入院形態の欄にそのときの

入院形態を記載すること。（特定医師による入院を含む。その場合は「第33条第１項・第３項入

院」、「第33条第２項・第３項入院」又は「第33条の６第２項入院」と記載すること。）なお、複

数の入院形態を経ている場合には、順に記載すること。 

3 今回の医療保護入院の入院期間の欄は、家族等の同意により入院した日から３月を上限とした

年月日を記載すること。 

4 生活歴及び現病歴の欄は、他診療所及び他病院での受診歴をも聴取して記載すること。 

5 平成20年３月31日以前に広告している神経科における受診歴を精神科受診歴等に含むことと

する。 

6 初回及び前回入院期間の欄は、他病院での入院歴・入院形態をも聴取して記載すること。 

7 現在の精神症状、その他の重要な症状、問題行動等、現在の状態像の欄は、一般にこの書類作

成までの過去数か月間に認められたものとし、主として最近のそれに重点を置くこと。 

8 入院を必要と認めた精神保健指定医氏名の欄は、精神保健指定医自身が署名すること。 

9 家族等の氏名欄は、親権者が両親の場合は、原則として２人目を記載すること。 

10 家族等の住所欄は、親権者が両親で住所が異なる場合に２つ目を記載すること。 

11 選択肢の欄は、それぞれ該当する算用数字、ローマ数字等を○で囲むこと。 
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第８号様式の２（第１０条関係） 

 

特定医師による医療保護入院者の入院届及び記録 
 

令和   年   月   日    

 

三重県知事 殿  
病 院 名 

所 在 地 

管理者名  

 

 下記の者が、特定医師の診察の結果、医療保護入院しましたので、精神保健及び精神障害者福 

祉に関する法律第33条第９項の規定により届け出ます。 

医 療 保 護 入 院 者 

フリガナ  

生年 

月日 

大正 
昭和 
平成 
令和 

 

年   月   日生 
 

(満   歳) 
氏 名 (男･女) 

住 所 
都道       郡市       町村 
府県        区         区 

家 族 等 の 同 意 に よ り 
入 院 し た 年 月 日 

令和    年    月    日 
(午前・午後    時) 

今回の入 
院年月日 

昭和 
平成 
令和 

年   月   日 

入院形態 
  

病 名 
1 主たる精神障害 
ICD カテゴリー (     ) 

2 従たる精神障害 
ICD カテゴリー (     ) 

3 身体合併症 

生 活 歴 及 び 現 病 歴 

 

推定発病年月、精神科受

診歴等を記載すること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(陳 述 者 氏 名                     続柄     ) 

初 回 入 院 期 間 
昭和・平成・令和   年   月   日 ～ 昭和・平成・令和   年   月   日 
(入院形態                ) 

前 回 入 院 期 間 
昭和・平成・令和   年   月   日 ～ 昭和・平成・令和   年   月   日 
(入院形態                ) 

初 回 か ら 前 回 ま で の 
入 院 回 数 

計     回 

＜現在の精神症状＞ Ⅰ 意識 

  1 意識混濁  2 せん妄  3 もうろう  4 その他 ( ) 

Ⅱ 知能（軽度障害、中等度障害、重度障害） 

Ⅲ 記憶 

  1 記銘障害  2 見当識障害  3 健忘  4 その他 ( ) 

Ⅳ 知覚 

  1 幻聴  2 幻視  3 その他 ( ) 
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 Ⅴ 思考 

  1 妄想  2 思考途絶  3 連合弛緩  4 滅裂思考  5 思考奔逸  6 思考制止 

  7 強迫観念  8 その他 ( ) 

Ⅵ 感情・情動 

  1 感情平板化  2 抑うつ気分  3 高揚気分  4 感情失禁  5 焦燥・激越 

  6 易怒性・被刺激性亢進  7 その他 ( ) 

Ⅶ 意欲 

  1 衝動行為  2 行為心迫  3 興奮  4 昏迷  5 精神運動制止 

  6 無為・無関心  7 その他 ( ) 

Ⅷ 自我意識 

  1 離人感  2 させられ体験  3 解離  4 その他 ( ) 

Ⅸ 食行動 

  1 拒食  2 過食  3 異食  4 その他 ( ) 

＜その他の重要な症状＞   1 てんかん発作  2 自殺念慮  3 物質依存 ( ) 

  4 その他 ( ) 

＜問題行動等＞   1 暴言  2 徘徊  3 不潔行為  4 その他 ( ) 

＜現在の状態像＞   1 幻覚妄想状態  2 精神運動興奮状態  3 昏迷状態 

  4 統合失調症等残遺状態  5 抑うつ状態  6 躁状態  7 せん妄状態 

  8 もうろう状態  9 認知症状態  10 その他 ( ) 

医療保護入院の必要性 

 

患者自身の病気に対す

る理解の程度を含め、

任意入院が行われる状

態にないと判断した理

由について記載するこ

と。 

 

入 院 を 必 要 と 認 め た 
特 定 医 師 氏 名 

署名 

確 認 し た 
精 神 保 健 指 定 医 氏 名 

署名 
 診察 

日時 
令和    年   月   日 

(午前・午後    時) 

精神保健指定医が入院妥
当でないと判断した場合
は 、 そ の 理 由 

 

同 意 を し た 家 族 等 

氏 名 
(男･女) 

続 柄 

生年 

月日 

大・昭 

平・令 
 年  月  日生 

(男･女) 

続 柄 大・昭 

平・令 
年  月  日生 

住 所 

都道       郡市       町村 
府県        区         区 

都道       郡市       町村 
府県        区         区 

1 配偶者  2 父母（親権者で ある・ない）  3 祖父母等 

4 子・孫等  5 兄弟姉妹  6 後見人又は保佐人 

7 家庭裁判所が選任した扶養義務者 （選任年月日 昭和・平成  年  月  日） 

8 市町村長 

 

事 後 審 査 委 員 会 意 見 
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記 載 上 の 留 意 事 項 

 

1    内は、特定医師の診察に基づいて記載すること。 

2 今回の入院年月日の欄は、今回貴病院に入院した年月日を記載し、入院形態の欄にそのときの

入院形態を記載すること。（特定医師による入院を含む。その場合は「第33条の６第２項入院」と

記載すること。）なお、複数の入院形態を経ている場合には、順に記載すること。 

3 生活歴及び現病歴の欄は、他診療所及び他病院での受診歴をも聴取して記載すること。 

4 平成20年３月31日以前に広告している神経科における受診歴を精神科受診歴等に含むことと

する。 

5 初回及び前回入院期間の欄は、他病院での入院歴・入院形態をも聴取して記載すること。 

6 現在の精神症状、その他の重要な症状、問題行動等、現在の状態像の欄は、一般にこの書類作

成までの過去数か月間に認められたものとし、主として最近のそれに重点を置くこと。 

7 入院を必要と認めた特定医師氏名の欄は、特定医師自身が署名すること。 

8 確認した精神保健指定医氏名の欄は、精神保健指定医自身が署名すること。 

9 家族等の氏名欄は、親権者が両親の場合は、原則として２人目を記載すること。 

10 家族等の住所欄は、親権者が両親で住所が異なる場合に２つ目を記載すること。 

11 事後審査委員会意見の欄は、三重県知事への届出時点では記入を要しないが、本様式を院内で

記録として保存する際には、記載しておくこと。 

12 選択肢の欄は、それぞれ該当する算用数字、ローマ数字等を○で囲むこと。 
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第 八 号 様 式 の 二 の 次 に 次 の 一 様 式 を 加 え る 。  
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第８号様式の３（第１０条関係） 

医療保護入院者の入院期間更新届 

 

 令和   年   月   日 

三重県知事 殿 

病 院 名 

所 在 地 

管理者名            

 

 下記の医療保護入院者の入院期間を更新しましたので、精神保健及び精神障害者福祉に関する法 

律第33条第９項の規定により届け出ます。 

医 療 保 護 入 院 者 

フリガナ  

生 年 月 日 
大・昭 
平・令 

年   月   日生 
 

(満   歳) 氏 名 (男･女) 

住 所 
都道       郡市       町村 
府県        区         区 

医 療 保 護 入 院 年 月 日 
(第 3 3条第１項・第２項 
に よ る 入 院 ) 

昭和 
平成      年   月   日 
令和 

今 回 の 
入 院 年 月 日 

昭和 
平成 
令和 

年   月   日 

入 院 形 態   

入 院 届 又 は 
前回の入院期間更新届での 
入 院 期 間 

令和   年   月   日 
～令和   年   月   日 

本 更 新 後 の 
入 院 期 間 

令和   年   月   日まで 

病 名 
1 主たる精神障害 

 
ICD カテゴリー (     ) 

2 従たる精神障害 
 

ICD カテゴリー (     ) 

3 身体合併症 

入院又は前回更新日からの

治療の内容と、その結果 

（更新前の入院期間に係る

病 状 ま た は 状 態 像 の 

経 過 の 概 要 ） 

 

症 状 の 経 過 1 悪化傾向  2 動揺傾向  3 不変  4 改善傾向 

＜現在の精神症状＞ Ⅰ 意識 

  1 意識混濁  2 せん妄  3 もうろう  4 その他 ( ) 

Ⅱ 知能（軽度障害、中等度障害、重度障害） 

Ⅲ 記憶 

  1 記銘障害  2 見当識障害  3 健忘  4 その他 ( ) 

Ⅳ 知覚 

  1 幻聴  2 幻視  3 その他 ( ) 

Ⅴ 思考 

  1 妄想  2 思考途絶  3 連合弛緩  4 滅裂思考  5 思考奔逸  6 思考制止 

  7 強迫観念  8 その他 ( ) 

Ⅵ 感情・情動 

  1 感情平板化  2 抑うつ気分  3 高揚気分  4 感情失禁  5 焦燥・激越 

  6 易怒性・被刺激性亢進  7 その他 ( ) 

Ⅶ 意欲 

  1 衝動行為  2 行為心迫  3 興奮  4 昏迷  5 精神運動制止 

  6 無為・無関心  7 その他 ( ) 

Ⅷ 自我意識 

  1 離人感  2 させられ体験  3 解離  4 その他 ( ) 

Ⅸ 食行動 

  1 拒食  2 過食  3 異食  4 その他 ( ) 
 

＜その他の重要な症状＞   1 てんかん発作  2 自殺念慮  3 物質依存 ( ) 

  4 その他 ( ) 
 

＜問題行動等＞   1 暴言  2 徘徊  3 不潔行為  4 その他 ( ) 
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＜現在の状態像＞   1 幻覚妄想状態  2 精神運動興奮状態  3 昏迷状態 

  4 統合失調症等残遺状態  5 抑うつ状態  6 躁状態  7 せん妄状態 

  8 もうろう状態  9 認知症状態  10 その他 ( ) 

医 療 保 護 入 院 の 必 要 性 
患者自身の病気に対する理解

の程度を含め、任意入院が行わ

れる状態にないと判断した理

由について記載すること。 

 

今後の治療方針（患者本人の

病識や治療への意欲を得る

ための取組等を含む。） 

 

本更新に係る診察の年月日 令和    年    月    日 

更 新 が 必 要 と 診 断 し た 

精 神 保 健 指 定 医 氏 名 
署名 

退院に向けた取組の状況 

（選任された退院後生活環

境相談員との相談状況、地域

援助事業者の紹介状況、医療

保護入院者退院支援委員会

での審議内容等について） 

医療保護入院者退院支援委員会での審議が行われた年月日 （令和   年   月   日） 

今回の更新の直前の入院 
又 は 更 新 に 同 意 を し た 
家 族 等 

氏名 
(男･女) 

続 柄 

生年 

月日 

大・昭 

平・令 
 年  月  日生 

(男･女) 

続 柄 大・昭 

平・令 
 年  月  日生 

住所 

都道       郡市       町村 
府県        区         区 

都道       郡市       町村 
府県        区         区 

1 配偶者  2 父母（親権者で ある・ない）  3 祖父母等 

4 子・孫等  5 兄弟姉妹  6 後見人又は保佐人 

7 家庭裁判所が選任した扶養義務者（選任年月日 昭和・平成・令和  年  月  日） 

8 市町村長 

今回の更新に同意をした 
家 族 等 
（ 上 記 の 家 族 等 と 同 じ 
場 合 は 記 載 不 要 ） 

氏名 
(男･女) 

続 柄 

生年 

月日 

大・昭 

平・令 
 年  月  日生 

(男･女) 

続 柄 大・昭 

平・令 
 年  月  日生 

住所 

都道       郡市       町村 
府県        区         区 

都道       郡市       町村 
府県        区         区 

1 配偶者  2 父母（親権者で ある・ない）  3 祖父母等 

4 子・孫等  5 兄弟姉妹  6 後見人又は保佐人 

7 家庭裁判所が選任した扶養義務者（選任年月日 昭和・平成・令和  年  月  日） 

8 市町村長 

法第3 3条第８項の規定に 
基づき家族等の同意を得た
ものとみなした場合は、 
そ の 旨 等 

□ 法第33条第８項の規定に基づき、家族等の同意を得たものとみなした 

家族等へ通知を発した日   令和   年   月   日 

家族等に示した回答期限   令和   年   月   日 

（回答期限は、通知を発した日から２週間を経過した日であることに留意） 

通知をした家族等との連絡等の記録（直近２件） 

令和   年   月   日（□面会 □電話 □その他（          ）） 

令和   年   月   日（□面会 □電話 □その他（          ）） 

 

審 査 会 意 見 
 

都 道 府 県 の 措 置 
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記 載 上 の 留 意 事 項 

 

1    内は、今回の更新にあたって行われた精神保健指定医の診察に基づいて記載すること。 

2 今回の入院年月日の欄は、今回貴病院に入院した年月日を記載し、入院形態の欄にそのときの

入院形態を記載すること。（特定医師による入院を含む。その場合は「第33条第１項・第３項入院」、

「第33条第２項・第３項入院」又は「第33条の６第２項入院」と記載すること。）なお、複数の入

院形態を経ている場合には、順に記載すること。 

3 本更新後の入院期間の欄は、医療保護入院者退院支援委員会で審議された入院期間に留意した

上で、当該医療保護入院から６月を経過するまでの間は３月、入院から６月を経過した後は６月

を上限とした期限を定めて記載すること。 

4 現在の精神症状、その他の重要な症状、問題行動等、現在の状態像の欄は、一般にこの書類作成

までの過去数か月間に認められたものとし、主として最近のそれに重点を置くこと。 

5 更新が必要と診断した精神保健指定医氏名の欄は、精神保健指定医自身が署名すること。  

6  退院に向けた取組の状況の欄については、今回の更新にあたって医療保護入院者退院支援委員

会の審議が行われた年月日を記載すること。また、令和５年11月27日付障発1127第７号「措置入

院者及び医療保護入院者の退院促進に関する措置について」（厚生労働省社会・援護局障害保健福

祉部長通知）の別添様式２「医療保護入院者退院支援委員会審議記録」の写しを添付すること。

その上で、 

①退院後生活環境相談員との最初の相談を行った時期やその後の相談の頻度等、 

②地域援助事業者の紹介の有無や紹介した地域援助事業者との相談の状況等、 

③医療保護入院者退院支援委員会での審議内容等 

について記載すること。 

7 家族等の氏名欄は、親権者が両親の場合は、原則として２人目を記載すること。 

8 家族等の住所欄は、親権者が両親で住所が異なる場合に２つ目を記載すること。 

9 法第33条第８項の規定に基づき、家族等の同意を得たものとみなす場合は、「法第33条第８項の

規定に基づき家族等の同意を得たものとみなした場合」にレ点を入れることとし、同意書の添付

は不要であること。ただし、法第33条第６項による入院の更新に関する同意の通知をした時から

更新するまでの間に、当該通知に係る家族等が、 

① 法第５条第２項に規定する家族等に該当しなくなったとき 

② 死亡したとき 

③ 意思を表示できないとき 

のいずれかの事由に該当すると把握した場合には、同意を得たものとみなすことができないこと

に留意すること。また、同意を得たものとみなす場合は、通知をした家族等との連絡等の記録（直

近２件）の欄に、直前の入院期間中、通知をした家族等と直近２回の連絡を取った際の年月日及

び手段について記載すること。（通知をした家族等が親権者の両親である場合は、父又は母のいず

れかと直近２回の連絡を取った際の年月日及び手段について記載すること。） 

10 今回の更新に同意をした家族等の欄に記載がある場合は、法第33条第８項による同意を得たも

のとみなさないことに留意すること。 

11 選択肢の欄は、それぞれ該当する算用数字、ローマ数字等を○で囲むこと。  
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第 十 号 様 式 か ら 第 十 号 様 式 の 四 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。  
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第１０号様式（第１０条関係） 

 

医療保護入院者の退院届 

 
令和   年   月   日 

 

三重県知事 殿 

 

病 院 名 

所 在 地 

管理者名  

 

下記の医療保護入院者が退院したので、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第33条の２

の規定により届け出ます。 

 

医 療 保 護 入 院 者 

フリガナ  

生 年 

月 日 

大正 
昭和 
平成 
令和 

 
 

年  月  日生 

（満  歳） 
氏 名 （男･女） 

住 所 
都道      郡市      町村 
府県       区        区 

入 院 年 月 日 
（医療保護入院） 

昭和 
平成 
令和 

    年    月    日 

退 院 年 月 日 令和     年    月    日 

病 名 
1 主たる精神障害 

ICDカテゴリー(   ) 

2 従たる精神障害 

ICDカテゴリー(   ) 

3 身体合併症 

退 院 後 の 処 置 
1 入院継続（任意入院・措置入院・他科）  2 通院医療  3 転医 
4 死亡  5 その他（          ） 

退 院 後 の 帰 住 先 
1 自宅（ⅰ 家族と同居、ⅱ 単身）  2 施設 
3 その他（          ） 

帰 住 先 の 住 所 
都道      郡市      町村 
府県       区        区 

訪 問 支 援 等 に 
関 す る 意 見 

 

障害福祉サービス等
の活用に関する意見 

 

主 治 医 氏 名  

 
 

記 載 上 の 留 意 事 項 
 

１ 入院年月日の欄は、第33条第１項又は第２項による医療保護入院の年月日を記載すること。 

２ 選択肢の欄は、それぞれ該当する算用数字、ローマ数字等を○で囲むこと。  
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第１０号様式の２（第１０条関係） 

応急入院届 

 
令和   年  月  日 

三重県知事 殿 
病 院 名 

所 在 地 

管理者名  
 

 下記の者が応急入院しましたので、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第33条の６第５

項の規定により届け出ます。 

応 急 入 院 者 

フリガナ  

生 年 

月 日 

大正 
昭和 
平成 
令和 

 
 

年  月  日生 

（満  歳） 
氏 名 （男･女） 

住 所 
都道      郡市      町村 
府県       区        区 

依 頼 を し た 者 の 
入 院 者 と の 関 係 

 

入 院 年 月 日 令和   年  月  日（午前・午後   時  分） 

第34条による移送の 
有 無 有り     なし 

病 名 
1 主たる精神障害 

ICD カテゴリー(   ) 

2 従たる精神障害 

ICDカテゴリー(   ) 

3 身体合併症 

応急入院の必要性 
 

患者自身の病気に対
する理解の程度を含
め、任意入院が行われ
る状態にないと判断
した理由について記
載すること。 
 
 

 

病状または状態像の 
概 要 

 

応急入院を採った理由 
 

家族等の同意を得る
ことのできなかった
理由を含め、応急入院
を採った理由につい
て記載すること。 

 

入院を必要と認めた 
精神保健指定医氏名 署名 

 

記 載 上 の 留 意 事 項 

１    内は、精神保健指定医の診察に基づいて記載すること。ただし、第34条による移送が行わ

れた場合は、この欄は、記載する必要はないこと。 

２ 入院を必要と認めた精神保健指定医氏名の欄は、精神保健指定医自身が署名すること。  
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第１０号様式の３（第１０条関係） 

特定医師による応急入院届及び記録 

 

令和   年   月   日 

 三重県知事 殿 

病 院 名 

所 在 地 

管理者名         

 

 下記の者が、特定医師の診察の結果、応急入院しましたので、精神保健及び精神障害者福祉に関 

する法律第33条の６第５項の規定により届け出ます。 

応 急 入 院 者 

フリガナ  

生年 

月日 

大正 
昭和 
平成 
令和 

 

年   月   日生 
 

(満   歳) 氏 名 (男･女) 

住 所 
都道       郡市       町村 
府県        区         区 

依 頼 を し た 者 の 
入 院 者 と の 関 係 

 

入 院 年 月 日 令和    年    月    日（午前・午後    時） 

病 名 
1 主たる精神障害 
ICD カテゴリー (     ) 

2 従たる精神障害 
ICD カテゴリー (     ) 

3 身体合併症 

生 活 歴 及 び 現 病 歴 

 

推定発病年月、精神科

受診歴等を記載するこ

と。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(陳 述 者 氏 名                     続柄     ) 

応 急 入 院 の 必 要 性 

患者自身の病気に対す

る理解の程度を含め、任

意入院が行われる状態

にないと判断した理由に

ついて記載すること。 

 

初 回 入 院 期 間 
昭和・平成・令和   年   月   日 ～ 昭和・平成・令和   年   月   日 
(入院形態                ) 

前 回 入 院 期 間 
昭和・平成・令和   年   月   日 ～ 昭和・平成・令和   年   月   日 
(入院形態                ) 

初 回 か ら 前 回 ま で の 
入 院 回 数 

計     回 
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＜現在の精神症状＞ Ⅰ 意識 

  1 意識混濁  2 せん妄  3 もうろう  4 その他 ( ) 

Ⅱ 知能（軽度障害、中等度障害、重度障害） 

Ⅲ 記憶 

  1 記銘障害  2 見当識障害  3 健忘  4 その他 ( ) 

Ⅳ 知覚 

  1 幻聴  2 幻視  3 その他 ( ) 

Ⅴ 思考 

  1 妄想  2 思考途絶  3 連合弛緩  4 滅裂思考  5 思考奔逸  6 思考制止 

  7 強迫観念  8 その他 ( ) 

Ⅵ 感情・情動 

  1 感情平板化  2 抑うつ気分  3 高揚気分  4 感情失禁  5 焦燥・激越 

  6 易怒性・被刺激性亢進  7 その他 ( ) 

Ⅶ 意欲 

  1 衝動行為  2 行為心迫  3 興奮  4 昏迷  5 精神運動制止 

  6 無為・無関心  7 その他 ( ) 

Ⅷ 自我意識 

  1 離人感  2 させられ体験  3 解離  4 その他 ( ) 

Ⅸ 食行動 

  1 拒食  2 過食  3 異食  4 その他 ( ) 

＜その他の重要な症状＞   1 てんかん発作  2 自殺念慮  3 物質依存 ( ) 

  4 その他 ( ) 

＜問題行動等＞   1 暴言  2 徘徊  3 不潔行為  4 その他 ( ) 

 ＜現在の状態像＞   1 幻覚妄想状態  2 精神運動興奮状態  3 昏迷状態 

  4 統合失調症等残遺状態  5 抑うつ状態  6 躁状態  7 せん妄状態 

  8 もうろう状態  9 認知症状態  10 その他 ( ) 

応急入院を採った理由 

 

家族等の同意を得ること

のできなかった理由を含

め、応急入院を採った理

由について記載するこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

入 院 を 必 要 と 認 め た 
特 定 医 師 氏 名 

署名 

確 認 し た 
精 神 保 健 指 定 医 氏 名 

署名 

 
診察 

日時 
令和   年   月   日 

(午前・午後    時) 

精神保健指定医が入院妥
当でないと判断した場合
は 、 そ の 理 由 

 

 

事 後 審 査 委 員 会 意 見 
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記 載 上 の 留 意 事 項 

 

1    内は、特定医師の診察に基づいて記載すること。 

2 生活歴及び現病歴の欄は、他診療所及び他病院での受診歴をも聴取して記載すること。 

3 平成20年３月31日以前に広告している神経科における受診歴を精神科受診歴等に含むことと

する。 

4 初回及び前回入院期間の欄は、他病院での入院歴・入院形態をも聴取して記載すること。 

5 現在の精神症状、その他の重要な症状、問題行動等、現在の状態像の欄は、一般にこの書類作

成までの過去数か月間に認められたものとし、主として最近のそれに重点を置くこと。 

6 入院を必要と認めた特定医師氏名の欄は、特定医師自身が署名すること。 

7 確認した精神保健指定医氏名の欄は、精神保健指定医自身が署名すること。 

8 事後審査委員会意見の欄は、三重県知事への届出時点では記入を要しないが、本様式を院内で

記録として保存する際には、記載しておくこと。 

9 選択肢の欄は、それぞれ該当する算用数字、ローマ数字等を○で囲むこと。 
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第１０号様式の４（第１０条関係） 

措置入院者の定期病状報告書                

年  月  日   

   三重県知事 殿 

病 院 名            

所 在 地            

管理者名            

   下記の措置入院者について、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第38条の２

第１の規定により報告します。                         

措 置 入 院 者 

フリガナ  

生年
月日 

 年  月  日生 

（満   歳） 
氏 名 （男・女） 

住 所 
都道       郡市       町村 

府県        区        区  

措 置 年 月 日         年   月   日 

今回の入
院年月日 

      年  月  日 

入院形態  

前回の定期報告年月日         年   月   日 

病 名 

１ 主たる精神障害 

 

ICDカテゴリー（   ） 

２ 従たる精神障害 

 

ICDカテゴリー（   ） 

３ 身体合併症 

 

 

 

 

過去６カ月間（措置入院
後３か月の場合は３か月
間）の仮退院の実績 

 計       回     延日数     日 

過去６か月間（措置入院
後３か月の場合は過去３
か月間）の治療の内容と
その結果 
 

問題行動を中心とし
て記載すること。 

 

今後の治療方針（再発防
止への対応含む。） 

 

処遇、看護及び指導の現状 

隔 離 ⅰ 多様  ⅱ 時々  ⅲ ほとんど不要 

注意必要度 ⅰ 常に厳重な注意  ⅱ 随時一応の注意  ⅲ ほとんど不要 

 
日常生活の
介 助 指 導 

必 要 性 

ⅰ 極めて手間のかかる介助  ⅱ 比較的簡単な介助と指導 

ⅲ 生活指導を要する     ⅳ その他（        ） 

退院に向けた取組の状況
（選任された退院後生活
環境相談員との相談状
況、地域援助事業者の照
会状況等について） 

選任された退院後生活環境相談員（                  ） 

地域援助事業者の紹介について本人や家族等からの求め又は必要性の有無（あり・なし） 

上記で「あり」の場合の紹介状況（                   ） 
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重大な問題行動（Ａはこれまでの、
Ｂは今後起こるおそれある行動） 

現在の精神症状、その他の重要な症状、問題行動等、現在の状態像
（該当のローマ数字及び算用数字を○で囲むこと。） 

１ 殺人 
２ 放火 
３ 強盗 
４ 不同意性交等 
５ 不同意わいせつ 
６ 傷害 
７ 暴行 
８ 恐喝 
９ 脅迫 
10 窃盗 
11 器物損壊 
12 弄火又は失火 
13 家宅侵入 
14 詐欺等の経済的な問題

行動 
15 自殺企図 
16 自傷 
17 その他 
  （        ） 

Ａ 
Ａ 
Ａ 
Ａ 
Ａ 
Ａ 
Ａ 
Ａ 
Ａ 
Ａ 
Ａ 
Ａ 
Ａ 
Ａ 
 
Ａ 
Ａ 
Ａ 

Ｂ 
Ｂ 
Ｂ 
Ｂ 
Ｂ 
Ｂ 
Ｂ 
Ｂ 
Ｂ 
Ｂ 
Ｂ 
Ｂ 
Ｂ 
Ｂ 
 
Ｂ 
Ｂ 
Ｂ 

＜現在の精神症状＞ 

Ⅰ 意識 

  １ 意識混濁  ２ せん妄  ３ もうろう  ４ その他（    ） 

Ⅱ 知能（軽度障害、中等度障害、重度障害） 

Ⅲ 記憶 

  １ 記銘障害  ２ 見当識障害  ３ 健忘  ４ その他（    ） 

Ⅳ 知覚 

  １ 幻聴  ２ 幻視  ３ その他（               ） 

Ⅴ 思考 

  １ 妄想  ２ 思考途絶  ３ 連合弛緩  ４ 滅裂思考  ５ 思考

奔逸  ６ 思考制止  ７ 強迫観念  ８ その他（       ） 

Ⅵ 感情・情動 

  １ 感情平板化  ２ 抑うつ気分  ３ 高揚気分  ４ 感情失禁 

  ５ 焦燥・激越  ６ 易怒性・被刺激性亢進  ７ その他（   ） 

Ⅶ 意欲 

  １ 衝動行為  ２ 行為心迫  ３ 興奮  ４ 昏迷  ５ 精神運動

制止  ６ 無為・無関心  ７ その他（            ） 

Ⅷ 自我意識 

  １ 離人感  ２ させられ体験  ３ 解離  ４ その他（    ） 

Ⅸ 食行動 

  １ 拒食  ２ 過食  ３ 異食  ４ その他（         ） 

＜その他の重要な症状＞ 

  １ てんかん発作  ２ 自殺念慮  ３ 物質依存（        ） 

  ４ その他（                           ） 

＜問題行動等＞ 

  １ 暴言  ２ 徘徊  ３ 不潔行為  ４ その他（     ） 

＜現在の状態像＞ 

  １ 幻覚妄想状態  ２ 精神運動興奮状態  ３ 昏迷状態 

  ４ 統合失調症等残遺状態  ５ 抑うつ状態  ６ 躁状態 

  ７ せん妄状態  ８ もうろう状態  ９ 認知症状態 

  10 その他（                           ） 

診 察 時 の 特 記 事 項  

本報告に係る診察年月日       年   月   日 

診 察 し た 
精 神保健 指定医 氏名 

署名 

 

審 査 会 意 見  

都 道 府 県 の 措 置  
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記 載 上 の 留 意 事 項 

 １   内は、精神保健指定医の診察に基づいて記載すること。 

 ２ 今回の入院年月日の欄は、今回貴病院に入院した年月日を記載し、入院形態の欄に

そのときの入院形態を記載すること（特定医師による入院を含む。その場合は「第33

条第１項・第３項入院」、「第33条第２項・第３項入院」又は「第33条の６第２項入

院」と記載すること。）。なお、複数の入院形態を経ている場合には、順に記載するこ

と。 

 ３ 重大な問題行動の欄には、Ａはこれまでに認められた問題行動を、Ｂは今後おそれ

のある問題行動を指し、該当する全ての算用数字、Ａ及びＢを○で囲むこと。 

 ４ 現在の精神症状、その他の重要な症状、問題行動等、現在の状態像の欄は、一般に

この書類 作成までの過去数か月間に認められたものとし、主として最近のそれに重

点を置くこと。 

 ５ 診察時の特記事項の欄は、被診察者の受診態度、表情、言語的及び非言語的なコミ

ュニケーションの様子、診察者が受ける印象等について記載すること。 

 ６ 診察した精神保健指定医氏名の欄は、精神保健指定医自身が署名すること。 

 ７ 退院に向けた取組の状況の欄については、退院後生活環境相談員との最初の相談を

行った時 期やその後の相談の頻度等や、地域援助事業者の紹介の有無や紹介した地

域援助事業者との相 談の状況等について記載すること。 

 ８ 選択肢の欄は、それぞれ該当する算用数字、ローマ数字等を○で囲むこと 
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第 十 号 様 式 の 五 を 削 る 。  

附  則  
（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 改 正 前 の 精 神 保 健 及 び 精 神 障 害 者 福 祉 に 関 す る 法 律 施 行 細 則 （ 次 項 に お い て 「 旧 規

則 」 と い う 。 ） の 規 定 に 基 づ い て 提 出 さ れ て い る 申 請 書 等 は 、 改 正 後 の 精 神 保 健 及 び 精 神 障 害 者 福 祉 に 関 す る

法 律 施 行 細 則 に 基 づ い て 提 出 さ れ た 申 請 書 等 と み な す 。  

３  こ の 規 則 の 施 行 の 日 前 に 旧 規 則 に 規 定 す る 様 式 に よ り 作 成 さ れ て い る 用 紙 は 、 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し て

使 用 す る こ と が で き る 。  

 

障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し

ま す 。  

令 和 八 年 三 月 三 十 一 日  

    三 重 県 知 事   一   見   勝   之    

三 重 県 規 則 第 三 十 号  

障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 施 行 細 則 （ 平 成 十 八 年 三 重 県 規 則 第 五 十 一 号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 六 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。  
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第６号様式（第６条及び第９条関係） 

（表） 

自立支援医療費（精神通院医療）支給認定申請書（新規・再認定・変更） 

※１  

障
害
者
・
児 

フリガナ  

年齢 歳 

生 年 月 日 

受診者氏名   大正・昭和
平成・令和

  年  月  日  

受診者住所  電話番号  

個人番号              

チェック欄 □番号確認（正しい個人番号が入力されているか） □本人確認（その個人番号が付番されている方か） 

受
診
者
が
１８
歳
未
満
の
場
合 

の
み
記
入 

フリガナ  

受診者と

の関係 
 

保護者氏名  

保護者住所 

※２ 
 

保護者個人番号              

チェック欄 □番号確認（正しい個人番号が入力されているか） □本人確認（その個人番号が付番されている方か） 

負
担
額
に
関
す
る
事
項 

受診者の被保険者

証の記号及び番号 
 

保険者名  

保険者番号  

保険の種類 

１健保（本人・家族）    ２国保（一般・退職本人・退職家族・その他）  ３船保（本人・家族） 

 

４各種共済（本人・家族）  ５後期高齢  ６生保  ７労災  ８その他（          ） 

受診者と同一保険
の加入者・続柄 

※３ 
 

受給者と同一保険
の加入者個人番号 

             

チェック欄 □番号確認（正しい個人番号が入力されているか） □本人確認（その個人番号が付番されている方か） 

該当する所得区分 
※４ 

生保 ・ 低１ ・ 低２ ・ 中間１ ・ 中間２ ・ 一定以上 
重度かつ 
継続※５ 

該当 ・ 非該当 

精神障害者 

保健福祉手帳番号 
 

受診を希望する指定自立

支援医療機関（薬局・訪

問看護事業者、デイケア

事業者を含む。）  ※６ 

医療機関（薬局）名 所 在 地 ・ 電 話 番 号 変更（追加）年月日 

   

   

（薬局）   

（デイケア）   

（訪問看護）   

（    ）   

自立支援医療費 

受給者番号 ※７ 
        現在の受給者証の 

有効期限 年   月   日 

診断書の添付 有     ・     無 （治療方針の変更なし） 

 私は、上記のとおり、自立支援医療費の支給を申請します。 

         〒 

    申請者住所                          申請者電話番号 

 

    申請者氏名                          続  柄 

 

年  月  日  

                    三重県知事 宛て 

 私は、自立支援医療費（精神通院医療）が迅速に支給されるため、氏名、生年月日、受給者番号、自己負担上限額、申請年月日又は変更（追

加）年月日を上記受診を希望する指定自立支援医療機関（薬局・訪問看護事業所、デイケア等）に情報提供することに同意します。 

氏名                           

 

 

 ※の注意書きは裏面備考参照 
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 ここから下の欄には記入しないでください。  

  市町記入欄（今回所得区分欄が「中間１・中間２・一定以上」の場合は、重度かつ継続欄の「該当・非該当」のどちらかに○をする。） 

申請受付 前回所得区分 生保・低１・低２・中間１・中間２・一定以上 重度かつ継続 該当 ・ 非該当 

 

今回所得区分 生保・低１・低２・中間１・中間２・一定以上 重度かつ継続 該当 ・ 非該当 

所得確認 

書類 

個人番号 ・ 市町民税課税証明書 ・ 市町民税非課税証明書 ・ 標準負担額減額認定書 

 

生活保護受給世帯の証明書 ・ 同意書による確認 ・ その他（         ） 

進達収受 

 

経由機関 医療機関（          ） 施設（          ） その他（          ） 

診断書 

の提出 
診断書添付有り（１年目）    診断書添付無し（２年目）    手帳で新規 

備考  

（規格Ａ４）   
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（裏） 

 備考 

  １ 新規・再認定（継続申請）・変更（自己負担限度額及び指定医療機関の変更認定

の申請の場合）のいずれかに○をしてください。 

  ２ 受診者本人と異なる場合に記入してください。 

  ３ 受診者と同一保険の加入者が二人以上いる場合は、二人目以降を別紙に記入して

ください。 

  ４ 下のチェック項目「１」～「４」を参照し、該当すると思う区分に○をしてくだ

さい。 

  ５ 下のチェック項目「５」を参照し、該当すると思う区分に○をしてください。 

  ６ 希望する医療機関、薬局名の後に（ ）書きで、（薬局）、（デイケア）、（訪問看

護）等記入してください。また原則として、主たる病院、デイケアを受ける病院、

訪問看護を受ける事業所及び調剤を受ける薬局は、それぞれ１箇所ずつ以内で申請

（記載）してください。 

  ７ 受給者証をお持ちの方は、受給者証に記載されている番号を記載してください。 

 

 ＜所得区分に関するチェック項目＞ 

   以下の項目中の「受診する方の世帯」とは、受診する方が加入している医療保険が

社会保険（健康保険又は共済組合）の場合は扶養・被扶養の関係にある方全員をいい、

国民健康保険又は後期高齢者医療制度（以下「国民健康保険等」といいます。）の場

合には同じ国民健康保険等に加入している方全員をいいます。 

  １ 「受診する方の世帯」は、生活保護の認定を受けていますか。 

      ・受けている  ： 「生保」に○をしてください。 

      ・受けていない ： ２へ 

  ２ 「受診する方の世帯」は、市町民税が課税されていますか。 

      ・課税されていない ： ３へ 

      ・課税されている  ： ４へ 

  ３ 受診する方（受診する方が18歳未満の場合は、生計を一にする保護者のうち最多

収入者）の収入が80万円以下ですか。 

    （※収入とは障害年金、特別児童扶養手当、特別障害者手当等を含めた収入の合

計額） 

      ・80万円以下    ： 「低１」に○をしてください。 

      ・80万円を超える  ： 「低２」に○をしてください。 

 

  ４ 「受診する方の世帯」のうち、次の対象の方の市町民税額（所得割）は、以下の

どの金額に該当しますか。 

    対象：加入している保険が社会保険の場合 → 被保険者の市町民税額（所得割） 

       加入している保険が国民健康保険等の場合 → 被保険者全員の市町民税額

（所得割）の合算 

      ・市町民税額（所得割）３万３千円未満：「中間１」に○をしてください。 

      ・市町民税額（所得割）23万５千円未満：「中間２」に○をしてください。 

      ・市町民税額（所得割）23万５千円以上：「一定以上」に○をしてください。 
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 ５ 「重度かつ継続」（下記※「重度かつ継続」の対象範囲①②のいずれか）に該当し

ますか。 

    ※「重度かつ継続」の対象範囲 

     ① 統合失調症、そううつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬

物関連障害（依存症等）、その他３年以上の精神医療の経験を有する医師に

よって集中的・継続的な通院治療を要すると判断された方 

     ② 医療保険の高額療養費多数回該当の方（申請前12箇月で３回以上の医療保

険高額療養費を受けた方） 

      ・該当する    ： 「重度かつ継続」の「該当」に○をしてください。 

      ・該当しない   ： 「重度かつ継続」の「非該当」に○をしてください。 

 参考 毎月の自己負担限度額一覧 

区   分 対             象 自己負担限度額 

生 活 保 護 生活保護世帯の方 ０円 

低 所 得 １ 市町民税非課税世帯で、通院をする方の１年間の収入が80万円9千円以下の方 2,500円 

低 所 得 ２ 
市町民税非課税世帯で、通院をする方の１年間の収入が80万円9千円を超える

方 
5,000円 

中間所 得１ 市町民税所得割が３万３千円未満の方 
「重度かつ継続」に該当する方 5,000円 

「重度かつ継続」に該当しない方 上限なし、１割負担 

中間所 得２ 市町民税所得割が23万５千円未満の方 
「重度かつ継続」に該当する方 10,000円 

「重度かつ継続」に該当しない方 上限なし、１割負担 

一定所得以上 市町民税所得割が23万５千円以上の方 
「重度かつ継続」に該当する方 20,000円 

「重度かつ継続」に該当しない方 制度の対象外 
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第 九 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。  
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第９号様式（第８条関係） 

 

自立支援医療受給者証（精神通院医療） 

公費負担者番号  
重度かつ継続 

 自立支援医療費
受 給 者 番 号 

 

受 

診 

者 

フリガナ 

氏 名 
 

生 年 月 日  

住 所  

被保険者証の
記号及び番号 

 

保 険 者 名  

保
護
者 

フリガナ 

氏 名 
 

受
診
者
が
１８
歳
未 

満
の
場
合
記
入 

 

続 柄  

住 所  

 上記のとおり認定します。 

      年  月  日 

三重県知事           
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指 

定 

医 

療 

機 

関 

名 

  

有効期間  

所在地・

電話番号 
 

  

有効期間  

所在地・

電話番号 
 

  

有効期間  

所在地・

電話番号 
 

  

有効期間  

所在地・

電話番号 
 

  

有効期間  

所在地・

電話番号 
 

負 担 額 １割 自己負担上限額  

次回申請の 
診断書添付 

 

（規格Ａ５）  
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 【注意事項】 

  １ この受給者証は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

施行令第１条の２第３号に規定する医療について、受給者証に表記の指定医療機関

で保険診療（調剤、訪問看護、デイケア等含む。）を受けた場合に使用できるもので

す。 

  ２ 表記の指定医療機関において診療、調剤等を受ける場合は、個人番号カード、受

給者証及び自己負担限度額管理票を窓口にて提出してください。 

  ３ 診療、調剤等を受けた場合は、受給者証の自己負担上限額欄に記載された金額を

限度とする一部負担額を医療機関等に対して支払ってください。 

  ４ 氏名、住所、加入する医療保険又は医療機関等に変更があった場合は、各保健所

に変更届を提出してください（提出先は、市役所又は町役場です。）。 

    また、三重県外へ転出される場合において、転出後も医療の給付を受けたい場合

は、受給者証と受給者証を交付されたときに提出した診断書のコピーを持って、転

出先の市町村窓口にて申請をしてください。 

  ５ 治癒、死亡等で受給者の資格がなくなったときは、受給者証を速やかに三重県知

事に返還してください（提出先は、市役所又は町役場です。）。 

  ６ 受給者証を破損したり、汚したり、紛失した場合は、再発行いたしますので、三

重県知事へその旨を届け出てください（提出先は、市役所又は町役場です。）。 

  ７ 有効期間満了後も継続して自立支援医療費の支給を希望する場合は、有効期間満

了までに必ず再認定の手続きを行ってください（再認定手続きは、有効期間満了３

か月前から申請できます。）。 

    なお、有効期間を過ぎると自立支援医療費の支給が受けられなくなりますので、

ご注意ください。 

 

 自立支援医療受給者証（精神通院医療）の支給決定に係る審査請求等について 

  この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起

算して３か月以内に、三重県知事に対して審査請求をすることができます。 

  この処分の取消しを求める訴えは、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して６

か月以内に限り、三重県を被告として（訴訟において三重県を代表する者は三重県知事

となります。）、提起することができます（なお、この処分の通知を受けた日の翌日から

起算して６か月以内であっても、処分の日の翌日から起算して１年を経過するとこの処

分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。 

また、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して３か月以内に審査請求をした場

合には、この処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った

日の翌日から起算して６か月以内であれば、提起することができます（なお、その審査

請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して１年を経過するとこの処

分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。 

三重県知事  
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第 十 二 号 様 式 及 び 第 十 三 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。  
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第１２号様式（第１１条関係） 

 

 

市町受付欄 

 

 
自立支援医療受給者証（精神通院医療）等記載事項変更届 

受
診
者 

フリガナ  生 年 月 日 

氏  名        年   月   日 

住  所  

個人番号             

チェック欄 □番号確認（正しい個人番号が入力さ
れているか） 

□本人確認（その個人番号が付番されてい
る方か） 

 保護者 
（受診者が18
歳未満の場合
記入） 

フリガナ  続柄 

氏  名   

住  所  

保護者個人番号             

チェック欄 □番号確認（正しい個人番号が入力さ
れているか） 

□本人確認（その個人番号が付番されてい
る方か） 

自立支援医療費受給者番号         

受給者証の有効期間 年   月   日 から      年   月   日  まで   

変
更
内
容 

事  項 変 更 前 変 更 後 変更年月日 

受診者に関する事項 

（氏名・住所・電話番号） 
  年 月 日 

保護者に関する事項 

（氏名・住所・電話番号） 
  年 月 日 

被保険者証に関する事項 
（記号及び番号・保険者名・
受診者と同一保険の加入
者）※２、※３ 

  年 月 日 

備  考  

 私は、自立支援医療受給者証及び自立支援支給認定申請書に記載された事項の変更について、上記のとおり届け出

ます。 

  届出者住所 〒                    届出者電話番号 

 

  届出者氏名 

           年  月              三重県知事 宛て           

 備考 
  １ 自己負担上限額（所得区分及び重度かつ継続該当・非該当）及び指定自立支援医

療機関の変更については、支給認定の変更を行うため、自立支援医療支給認定申請
書（変更）に記載してください。 

  ２ 被保険者証に関する事項の変更を行う場合は、情報提供ネットワークシステム、
マイナポータル画面、資格確認書等により窓口での確認が必要となります。 

  ３ 受診者と同一保険に加入する方全員の氏名、続柄及び個人番号を別紙に記入して
ください。 

   （規格Ａ４） 

大正 
昭和 
平成 
令和 
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第１３号様式（第１２条関係） 

 

 

市町受付欄 

 

自立支援医療受給者証（精神通院医療）再交付申請書 

   三重県知事 宛て 
年  月  日   

  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第54条第３項の規定に
基づき交付された自立支援医療受給者証を［破損、汚損、紛失、その他（    ）］
しましたので、再交付の申請をします。 

自立支援医療 
受給者番号※１        受給者証有効期間 

※１ 
 自     年  月  日 
 至     年  月末日まで 

障
害
者
・
児 

フリガナ  生 年 月 日 

受診者氏名      年  月 

 日 フリガナ  

電話番号  受診者住所 
〒 

個人番号             

チェック欄 □番号確認（正しい個人番号が入力さ
れているか） 

□本人確認（その個人番号が付番されている方
か） 

受
診
者
が
１８
歳
未
満
の
場
合
の
み

記
入 

フリガナ  
受診者 
との続柄  

保護者氏名  

フリガナ  

電話番号 
※２  

保護者住所 
※２ 

〒 

保護者 
個人番号             

チェック欄 
□番号確認（正しい個人番号が入力さ
れているか） 

□本人確認（その個人番号が付番されている方
か） 

破損、紛失等をした 
具 体 的 な 理 由           

破損、紛失等をした 
年   月   日 年    月    日   ・   不明   

申請者   〒           

住  所            

氏  名            

電話番号            

受診者との関係         
 備考 
  １ 現在の受給者証から判明する場合にのみ記入してください。 
  ２ 受診者本人と異なる場合に記入してください。 
  ３ 破損及び汚損の場合は、その受給者証を添付してください。 
  ４ 紛失した受給者証を発見したときは、速やかに市役所又は町役場を通じて三重県

知事に返還してください。  
 

（規格Ａ４） 

 

大正・昭和 
平成・令和 
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附  則  

（ 施 行 期 日 ）  
１  こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 改 正 前 の 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 施 行 細 則

（ 次 項 に お い て 「 旧 規 則 」 と い う 。 ） の 規 定 に 基 づ い て 提 出 さ れ て い る 申 請 書 等 は 、 改 正 後 の 障 害 者 の 日 常 生

活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 施 行 細 則 の 規 定 に 基 づ い て 提 出 さ れ た 申 請 書 等 と み な す 。  

３  こ の 規 則 の 施 行 の 日 前 に 旧 規 則 に 規 定 す る 様 式 に よ り 作 成 さ れ て い る 用 紙 は 、 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し て

使 用 す る こ と が で き る 。  

 

三 重 県 立 職 業 能 力 開 発 施 設 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 八 年 三 月 三 十 一 日    

                            三 重 県 知 事   一   見   勝   之    

三 重 県 規 則 第 三 十 一 号  

三 重 県 立 職 業 能 力 開 発 施 設 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 三 重 県 立 職 業 能 力 開 発 施 設 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 三 十 五 年 三 重 県 規 則 第 七 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 申 請 手 続 ）  （ 申 請 手 続 ）  

第 七 条  普 通 課 程 の 訓 練 を 受 け る た め 技 術 学 校 に 入 校

し よ う と す る 者 は 、 入 校 願 書 （ 第 一 号 様 式 ） に 校 長 が

別 に 定 め る 書 類 を 添 え て 校 長 に 提 出 し な け れ ば な ら

な い 。  

 

 

 

 

第 七 条  普 通 課 程 の 訓 練 を 受 け る た め 技 術 学 校 に 入 校

し よ う と す る 者 は 、 次 の 書 類 を 校 長 に 提 出 し な け れ ば

な ら な い 。 た だ し 、 高 等 学 校 又 は 中 等 教 育 学 校 の 在 学

中 に 当 該 入 校 の 手 続 を し よ う と す る 者 に あ つ て は 、 新

規 学 校 卒 業 者 職 業 紹 介 業 務 取 扱 要 領 （ 昭 和 四 十 六 年 職

発 第 六 十 八 号 労 働 省 職 業 安 定 局 長 通 知 ） に よ る 履 歴 書

及 び 調 査 書 （ 就 職 者 用 ） を も つ て 第 三 号 か ら 第 五 号 ま

で に 掲 げ る 書 類 に 代 え る こ と が で き る 。  

 一  入 校 願 書 （ 第 一 号 様 式 ）  

 二  収 入 証 紙 納 付 書 （ 第 二 号 様 式 ）  

 三  入 校 希 望 者 調 査 票 （ 第 三 号 様 式 ）  

 四  成 績 証 明 書  

 五  身 体 検 査 書  

 六  卒 業 証 明 書 又 は 卒 業 見 込 証 明 書 （ 高 等 学 校 又 は 中

等 教 育 学 校 以 上 の 卒 業 者 又 は 卒 業 見 込 者 に 限 る 。 ） 

 七  そ の 他 校 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

３  短 期 課 程 の 訓 練 を 受 け る た め 技 術 学 校 に 入 校 し よ

う と す る 者 は 、 校 長 が 別 に 定 め る 書 類 を 校 長 に 提 出 し

な け れ ば な ら な い 。  

３  短 期 課 程 の 訓 練 を 受 け る た め 技 術 学 校 に 入 校 し よ

う と す る 者 は 、 次 の 書 類 を 校 長 に 提 出 し な け れ ば な ら

な い 。  

 一  短 期 課 程 受 講 希 望 者 調 査 票 兼 申 請 書 （ 第 四 号 様

式 ）  

 二  身 体 検 査 書 （ 訓 練 期 間 が 六 月 以 上 の 訓 練 に 限 る 。 ） 

 三  そ の 他 校 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

４  （ 略 ）  ４  （ 略 ）  

（ 誓 約 書 等 ）  （ 誓 約 書 等 ）  

第 十 一 条  訓 練 生 は 、 保 護 者 又 は 保 証 人 連 署 の う え 、 誓

約 書 （ 第 二 号 様 式 ） を 校 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

第 十 一 条  訓 練 生 は 、 保 護 者 又 は 保 証 人 連 署 の う え 、 誓

約 書 （ 第 五 号 様 式 ） を 校 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

２ ～ ６  （ 略 ）  ２ ～ ６  （ 略 ）  

（ 退 校 等 ）  （ 退 校 等 ）  

第 十 三 条  訓 練 生 は 、 病 気 そ の 他 や む を 得 な い 理 由 の た 第 十 三 条  訓 練 生 は 、 病 気 そ の 他 や む を 得 な い 理 由 の た
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め 退 校 し よ う と す る 場 合 に は 、 退 校 願 （ 第 三 号 様 式 ）

を 提 出 し 、 校 長 の 許 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

め 退 校 し よ う と す る 場 合 に は 、 退 校 願 （ 第 六 号 様 式 ）

を 提 出 し 、 校 長 の 許 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  
２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

（ 修 了 ）  （ 修 了 ）  

第 二 十 一 条  校 長 は 、 訓 練 生 が 所 定 の 課 程 を 修 了 し た と

き は 修 了 証 書 （ 第 四 号 様 式 ） を 交 付 す る 。  

第 二 十 一 条  校 長 は 、 訓 練 生 が 所 定 の 課 程 を 修 了 し た と

き は 修 了 証 書 （ 第 七 号 様 式 ） を 交 付 す る 。  

 第 二 号 様 式 か ら 第 四 号 様 式 ま で を 削 り 、 第 五 号 様 式 を 第 二 号 様 式 と し 、 第 六 号 様 式 を 第 三 号 様 式 と し 、 第 七 号

様 式 を 第 四 号 様 式 と す る 。  

附  則  

こ の 規 則 は 、 令 和 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 三 重 県 企 業 立 地 促 進 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

  令 和 八 年 三 月 三 十 一 日  

    三 重 県 知 事   一   見   勝   之    

三 重 県 規 則 第 三 十 二 号  

   三 重 県 企 業 立 地 促 進 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

三 重 県 企 業 立 地 促 進 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 五 年 三 重 県 規 則 第 三 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

別表第二（第五条関係） 別表第二（第五条関係） 

 事業の種類 認定の基準   事業の種類 認定の基準  

 一～六 （略） （略）   一～六 （略） （略）  

 七 第四条第四

号に掲げる分

野又は業種に

属するものの

うち、宿泊施設

の立地にかか

る事業 

立地計画について次に掲げる基準を全

て満たすとともに、立地企業において

県税の滞納がないこと。 

 

 

 

 七 第四条第四

号に掲げる分

野又は業種に

属するものの

うち、宿泊施設

の立地にかか

る事業 

立地計画について次に掲げる基準を全

て満たすとともに、立地企業において

県税の滞納がないこと。 

 

 一 土地又は旅館業法施行規則（昭

和二十三年厚生省令第二十八号）

第 4 条に基づき営業の全部を停止

若しくは廃止した旨を届け出てい

る宿泊施設を取得し、客室数 5 室

以上を有する新たな宿泊施設を開

業するものであること。 

  一 土地又は旅館業法施行規則（昭

和二十三年厚生省令第二十八号）

第 4 条に基づき営業の全部を停止

若しくは廃止した旨を届け出てい

る宿泊施設を取得し、新たな宿泊

施設を開業するものであること。 

 

 二 操業開始の日において、立地に

係る投下償却資産額及び土地造成

費用の合計が五億円以上であるこ

と。ただし、5 室以上 10 室未満の

客室数を有する施設にあっては三

億円以上であること。 

  二 操業開始の日において、立地に

係る投下償却資産額及び土地造成

費用の合計が五億円以上であるこ

と。ただし、県南部地域のうち東

紀州地域、大台町、玉城町、度会

町、南伊勢町又は大紀町に立地を

行う場合にあっては三億円以上で

あること。 

 

 三 操業開始の日において、当該操

業に伴って増加する常用雇用者の

数が十人以上であること。ただし、

5 室以上 10 室未満の客室数を有す

る施設にあっては五人以上である

こと。 

  三 操業開始の日において、当該操

業に伴って増加する常用雇用者の

数が十人以上であること。ただし、

県南部地域のうち東紀州地域、大

台町、玉城町、度会町、南伊勢町

又は大紀町に立地を行う場合にあ

っては五人以上であること。 

 

 四～六 （略）   四～六 （略）  

 七 5 室以上 10 室未満の客室数を有  七 10 室以上の客室数を有し、うち 
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する施設にあっては、うち 2 室以

上は 50㎡以上の専有面積を有する

こと。ただし、10 室以上の客室数

を有する施設にあっては、うち 5

室以上は 50㎡以上の専有面積を有

すること。 

5 室以上は 50 ㎡以上の専有面積を

有すること。ただし、県南部地域

のうち東紀州地域、大台町、玉城

町、度会町、南伊勢町又は大紀町

に立地を行う場合にあっては、5

室以上の客室数を有し、うち 2 室

以上は 50㎡以上の専有面積を有す

ること。 

 八 地域ならではの食体験の提供体

制を整えること。 

  八 地域産品を活用した飲食施設を

有すること。 

 

 九・十 （略）   九・十 （略）  

 八～十 （略） （略）   八～十 （略） （略）  

備考 

一～十 （略） 

備考 

一～十 （略） 

別表第三（第八条関係） 別表第三（第八条関係） 

 補 助 金 の

名称 
交付の要件 交付の対象及び額 

  補 助 金 の

名称 
交付の要件 交付の対象及び額 

 

 一～六 

（略） 

（略） （略）   一～六  

（略） 

（略） （略）  

 七  上 質

な「みえ

旅」宿泊

施 設 立

地 補 助

金 

次に掲げる要件を

全て満たすこと。 

一 別表第二第

七号の項下欄

に掲げる基準

を全て満たし

ていること。 

二 操業開始の

日から三年を

経過する日ま

での間、前号

に掲げる要件

を引き続き満

たしているこ

と。 

三 立地計画に

ついて、令和

十一年三月三

十一日までに

条例第四条第

三項の認定を

受けているこ

と。 

認定企業の立地に要する

経費に対して交付するも

のとし、その額は、計画認

定の日（知事が特に認める

場合にあっては、当該認め

る日）から操業開始の日ま

でに取得した投下償却資

産額及び土地造成費用の

合計に、次の各号に掲げる

区分に応じ、それぞれ当該

各号に掲げる数を乗じた

額とする。ただし、当該乗

じて得た額が五億円を超

えるときは、五億円（増加

した常用雇用者が十人未

満であった場合で、当該乗

じて得た額が二億五千万

円を超えるときは、二億五

千万円）とする。 

一 県南部地域のうち

東紀州地域、大台町、

玉城町、度会町、南伊

勢町又は大紀町に立

地 百分の十五（ただ

し、立地する基礎自治

体を対象区域とする

地域ＤＭＯと連携し

て事業を実施すると

きは、百分の二十五） 

 
 

  七  上 質

な「みえ

旅」宿泊

施 設 立

地 補 助

金 

次に掲げる要件を

全て満たすこと。 

一 別表第二第

七号の項下欄

に掲げる基準

を全て満たし

ていること。 

二 操業開始の

日から三年を

経過する日ま

での間、前号

に掲げる要件

を引き続き満

たしているこ

と。 

三 立地計画に

ついて、令和

十一年三月三

十一日までに

条例第四条第

三項の認定を

受けているこ

と。 

認定企業の立地に要する

経費に対して交付するも

のとし、その額は、計画認

定の日（知事が特に認める

場合にあっては、当該認め

る日）から操業開始の日ま

でに取得した投下償却資

産額及び土地造成費用の

合計に、次の各号に掲げる

区分に応じ、それぞれ当該

各号に掲げる数を乗じた

額とする。ただし、当該乗

じて得た額が五億円を超

えるときは、五億円（増加

した常用雇用者が十人未

満であった場合で、当該乗

じて得た額が二億五千万

円を超えるときは、二億五

千万円）とする。 

一 県南部地域のうち

東紀州地域、大台町、

玉城町、度会町、南伊

勢町又は大紀町に立

地 百分の十五（ただ

し、立地する基礎自治

体を対象区域とする

地域連携ＤＭＯ（公益

社団法人三重県観光

連盟を除く。）又は地

域ＤＭＯと連携して 
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二 前号以外の市町に

立地 百分の十（ただ

し、立地する基礎自治

体を対象区域とする

地域ＤＭＯと連携し

て事業を実施すると

きは、百分の二十） 

    事業を実施するとき

は、百分の二十五） 

二 前号以外の市町に

立地 百分の十（ただ

し、立地する基礎自治

体を対象区域とする

地域連携ＤＭＯ（公益

社団法人三重県観光

連盟を除く。）又は地

域ＤＭＯと連携して

事業を実施するとき

は、百分の二十） 

 

 八～十  

（略） 

（略） （略）   八～十  

（略） 

（略） （略）  

備考 

一～三 （略） 

備考 

一～三 （略） 

   附  則  

１  こ の 規 則 は 、 令 和 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

２  こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 三 重 県 企 業 立 地 促 進 条 例 施 行 規 則 の 規 定 は 、 こ の 規 則 の 施 行 の 日 以 後 に 認 定 を 受 け

た 三 重 県 企 業 立 地 促 進 条 例 （ 平 成 十 五 年 三 重 県 条 例 第 一 号 ） 第 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 立 地 計 画 （ 以 下 こ の 項

に お い て 単 に 「 立 地 計 画 」 と い う 。 ） に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 に 認 定 を 受 け た 立 地 計 画 に つ い て は 、 な お 従 前 の

例 に よ る 。  

 

 

企業庁管理規程 

 

三 重 県 企 業 庁 聴 聞 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

  令 和 八 年 三 月 三 十 一 日  

三 重 県 企 業 庁 長   河   北   智   之    

三 重 県 企 業 庁 管 理 規 程 第 三 号  

   三 重 県 企 業 庁 聴 聞 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程  

 三 重 県 企 業 庁 聴 聞 規 程 （ 平 成 八 年 三 重 県 企 業 庁 管 理 規 程 第 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 聴 聞 の 通 知 及 び 期 日 の 変 更 ）  （ 聴 聞 の 通 知 及 び 期 日 の 変 更 ）  

第 三 条  （ 略 ）  第 三 条  （ 略 ）  

２  三 重 県 企 業 庁 長 （ 以 下 「 庁 長 」 と い う 。 ） が 前 項 の 規

定 に よ る 通 知 （ 法 第 十 五 条 第 四 項 又 は 条 例 第 十 五 条 第

四 項 の 規 定 に よ る 公 示 の 方 法 に よ る 通 知 を し た 場 合

を 含 む 。 ） を し た 場 合 に お い て 、 当 事 者 は 、 や む を 得

な い 理 由 が あ る と き に は 、 庁 長 に 対 し 、 聴 聞 の 期 日 の

変 更 を 申 し 出 る こ と が で き る 。  

２  三 重 県 企 業 庁 長 （ 以 下 「 庁 長 」 と い う 。 ） が 前 項 の 規

定 に よ る 通 知 （ 法 第 十 五 条 第 三 項 又 は 条 例 第 十 五 条 第

三 項 の 通 知 を し た 場 合 を 含 む 。 ） を し た 場 合 に お い て 、

当 事 者 は 、 や む を 得 な い 理 由 が あ る と き に は 、 庁 長 に

対 し 、 聴 聞 の 期 日 の 変 更 を 申 し 出 る こ と が で き る 。  

３  前 項 の 規 定 に よ る 申 出 は 、 聴 聞 の 期 日 の 五 日 前 ま で

に 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 書 面 を 庁 長 に 提 出 し て

行 う も の と す る 。  

３  前 項 の 規 定 に よ る 申 出 は 、 聴 聞 の 期 日 の 五 日 前 ま で

に 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 書 面 を 庁 長 に 提 出 し て

行 う も の と す る 。  

一  （ 略 ）  一  （ 略 ）  

二  聴 聞 の 件 名 （ 予 定 さ れ る 不 利 益 処 分 の 内 容 、 根 拠

と な る 法 令 の 条 項 及 び 名 宛 人 の 氏 名 を い う 。 以 下 同  

二  聴 聞 の 件 名 （ 予 定 さ れ る 不 利 益 処 分 の 内 容 、 根 拠

と な る 法 令 の 条 項 及 び 名 あ て 人 の 氏 名 を い う 。 以 下  
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別 紙 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。  

じ 。 ）  

三  （ 略 ）  
４ ・ ５  （ 略 ）  

同 じ 。 ）  

三  （ 略 ）  

４ ・ ５  （ 略 ）  
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別紙様式（第３条関係） 
 

（表） 

聴 聞 通 知 書 

第     号  

年  月  日  

        様 

三重県企業庁長        □印   

 あなたに対する下記の事実を原因とする不利益処分に係る{行 政 手 続 法
三重県行政手続条

第 13 条
例第13条}の規定による聴聞を下記のとおり行いますので通知します。 

記 

 
聴

聞

の

件

名 

予定される不利
益処分の内容 

  

 根 拠 と な る
法 令 の 条 項 

  

 不利益処分の
名宛人の氏名 

  

 不 利 益 処 分 の
原 因 と な る 事 実 

  

 

聴 聞 の 期 日 
  年 月 日  時  分から  時  分まで 
（審理の経過によっては予定終了時間より早期に終結する場合が
あります。） 

 

 
聴 聞 の 場 所 

  

 

聴聞に関す
る事務を所
掌する組織 

名 称 

（聴聞の期日変更・資料の閲覧） 
 
 
（代理人・補佐人の選任、その他聴聞の主宰に関する事項） 
 
 

 

 

所在地 
連絡先 

  

備考 １ あなたは聴聞の期日に出向いて意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物（以

下「証拠書類等」という。）を提出し、又は聴聞の期日に出向くことに代え

て陳述書及び証拠書類等を提出することができます。 

   ２ あなたは聴聞が終結する時までの間、当該不利益処分の原因となる事実

を証する資料の閲覧を求めることができます。 

   ３ その他聴聞に際しての留意事項は裏面のとおりです。 

  備考 所定の欄に記載することができないときは、別紙に記載の上、これを添付すること。 
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（裏） 

聴聞に際しての留意事項 

１ あなたが聴聞に出向かない場合には、あなたに代わって代理人を聴聞の期日に

出席させることができます。代理人を選任する場合には、委任状を聴聞の期日ま

でに提出してください。 

２ 聴聞の期日において補佐人と出向こうとする場合には、補佐人になろうとする

者の氏名、住所、聴聞の件名、あなたとの関係及び補佐する事項を記載した書面

を聴聞の期日の５日前までに主宰者に提出して許可を受けてください。 

３ やむを得ない理由がある場合には、三重県企業庁長に対し、聴聞の期日の５日

前までに、聴聞の件名及び聴聞の期日の変更の理由を記載した書面を提出して、

聴聞の期日の変更を申し出ることができます。 

４ あなた又はあなたの代理人が聴聞の期日に出向く場合にはこの通知書を持参し

てください。 

５ 正当な理由なく聴聞の期日に出向かず、かつ、陳述書又は証拠書類等を提出し

ない場合には、{行 政 手 続 法 第 23 条 第 １ 項
三重県行政手続条例第23条第１項}の規定により、改めて意見

を述べ、及び証拠書類等を提出する機会を与えることなく、聴聞を終結すること

があります。 

 

聴聞の

主宰者 
職 名 

 

氏 名 

  

 
聴 聞 の 公 開 公開する ・ 公開しない 

 

 

   備考 聴聞の公開の項については、該当する部分を○印で囲むこと。 
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附  則  

こ の 管 理 規 程 は 、 令 和 八 年 五 月 二 十 一 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

病院事業庁管理規程 

 

三 重 県 病 院 事 業 庁 聴 聞 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 八 年 三 月 三 十 一 日  

三 重 県 病 院 事 業 庁 長   河   合   良   之    

三 重 県 病 院 事 業 庁 管 理 規 程 第 三 号  

三 重 県 病 院 事 業 庁 聴 聞 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程  

三 重 県 病 院 事 業 庁 聴 聞 規 程 （ 平 成 十 一 年 三 重 県 病 院 事 業 庁 管 理 規 程 第 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 聴 聞 の 通 知 及 び 期 日 の 変 更 ）  （ 聴 聞 の 通 知 及 び 期 日 の 変 更 ）  

第 三 条  （ 略 ）  第 三 条  （ 略 ）  

２  三 重 県 病 院 事 業 庁 長 （ 以 下 「 事 業 庁 長 」 と い う 。 ）

が 前 項 の 規 定 に よ る 通 知 （ 法 第 十 五 条 第 四 項 又 は 条 例

第 十 五 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 公 示 の 方 法 に よ る 通 知

を し た 場 合 を 含 む 。 ） を し た 場 合 に お い て 、 当 事 者 は 、

や む を 得 な い 理 由 が あ る と き に は 、 事 業 庁 長 に 対 し 、

聴 聞 の 期 日 の 変 更 を 申 し 出 る こ と が で き る 。  

２  三 重 県 病 院 事 業 庁 長 （ 以 下 「 事 業 庁 長 」 と い う 。 ）

が 前 項 の 規 定 に よ る 通 知 （ 法 第 十 五 条 第 三 項 又 は 条 例

第 十 五 条 第 三 項 の 通 知 を し た 場 合 を 含 む 。 ） を し た 場

合 に お い て 、 当 事 者 は 、 や む を 得 な い 理 由 が あ る と き

に は 、 事 業 庁 長 に 対 し 、 聴 聞 の 期 日 の 変 更 を 申 し 出 る

こ と が で き る 。  

３  前 項 の 規 定 に よ る 申 出 は 、 聴 聞 の 期 日 の 五 日 前 ま で

に 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 書 面 を 事 業 庁 長 に 提 出

し て 行 う も の と す る 。  

３  前 項 の 規 定 に よ る 申 出 は 、 聴 聞 の 期 日 の 五 日 前 ま で

に 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 書 面 を 事 業 庁 長 に 提 出

し て 行 う も の と す る 。  

 一  （ 略 ）   一  （ 略 ）  

二  聴 聞 の 件 名 （ 予 定 さ れ る 不 利 益 処 分 の 内 容 、 根 拠

と な る 法 令 の 条 項 及 び 名 宛 人 の 氏 名 を い う 。 以 下 同

じ 。 ）  

二  聴 聞 の 件 名 （ 予 定 さ れ る 不 利 益 処 分 の 内 容 、 根 拠

と な る 法 令 の 条 項 及 び 名 あ て 人 の 氏 名 を い う 。 以 下

同 じ 。 ）  

 三  （ 略 ）   三  （ 略 ）  

４ ・ ５  （ 略 ）  ４ ・ ５  （ 略 ）  

別 紙 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。  
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 別紙様式（第３条関係） 

（表） 

聴 聞 通 知 書 

第     号  

年  月  日  

        様 

三重県病院事業庁長        □印   

 あなたに対する下記の事実を原因とする不利益処分に係る 行 政 手 続 法 第
三重県行政手続条例 

13 条
第13条 の規定による聴聞を下記のとおり行いますので通知します。 

記 

 

聴 

聞 

の 

件 

名 

予 定 さ れ る
不利益処分の内容 

 

 

根 拠 と な る
法 令 の 条 項 

 

不 利 益 処 分 の
名 宛 人 の 氏 名 

 

不 利 益 処 分 の
原 因 と な る 事 実 

 

聴 聞 の 期 日 
  年 月 日  時  分から  時  分まで
（審理の経過によっては予定終了時間より早期に終結する場合
があります。） 

聴 聞 の 場 所  

聴聞に関す

る事務を所

掌する組織 

名 称 

（聴聞の期日変更・資料の閲覧） 
 
 
（代理人・補佐人の選任、その他聴聞の主宰に関する事項） 
 
 

所 在 地 
連 絡 先 

 
 
 
 

備考 １ あなたは聴聞の期日に出向いて意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物

（以下「証拠書類等」という。）を提出し、又は聴聞の期日に出向くこと

に代えて陳述書及び証拠書類等を提出することができます。 

   ２ あなたは聴聞が終結する時までの間、当該不利益処分の原因となる事実

を証する資料の閲覧を求めることができます。 

   ３ その他聴聞に際しての留意事項は裏面のとおりです。 

 備考 所定の欄に記載することができないときは、別紙に記載の上、これを添付する 

   こと。 
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（裏） 

聴聞に際しての留意事項 

１ あなたが聴聞に出向かない場合には、あなたに代わって代理人を聴聞の期日に

出席させることができます。代理人を選任する場合には、委任状を聴聞の期日ま

でに提出してください。 

２ 聴聞の期日において補佐人と出向こうとする場合には、補佐人になろうとする

者の氏名、住所、聴聞の件名、あなたとの関係及び補佐する事項を記載した書面

を聴聞の期日の５日前までに主宰者に提出して許可を受けてください。 

３ やむを得ない理由がある場合には、三重県病院事業庁長に対し、聴聞の期日の

５日前までに、聴聞の件名及び聴聞の期日の変更の理由を記載した書面を提出し

て、聴聞の期日の変更を申し出ることができます。 

４ あなた又はあなたの代理人が聴聞の期日に出向く場合にはこの通知書を持参し

てください。 

５ 正当な理由なく聴聞の期日に出向かず、かつ、陳述書又は証拠書類等を提出し

ない場合には、 行 政 手 続 法 第 23 条 第 １ 項
三重県行政手続条例第23条第１項 の規定により、改めて意見

を述べ、及び証拠書類等を提出する機会を与えることなく、聴聞を終結すること

があります。 

 

 

 

聴聞の

主宰者 
職 名  氏 名  

 

聴 聞 の 公 開 公開する・公開しない 

 

 備考 聴聞の公開の項については、該当する部分を〇印で囲むこと。  
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附  則  

こ の 管 理 規 程 は 、 令 和 八 年 五 月 二 十 一 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

告 示 

 

三重県告示第 220 号 

 三重県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例第 3 条第 1 項、第 4 条第

1 項、第 5 条第 1 項及び第 6 条第 1 項の知事等が別に定めるものの一部を改正する告示を次のように定めます。 

  令和 8 年 3 月 31 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

   三重県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例第 3 条第 1 項、第 4

条第 1 項、第 5 条第 1 項及び第 6 条第 1 項の知事等が別に定めるものの一部を改正する告示 

三重県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例第 3 条第 1 項、第 4 条第

1 項、第 5 条第 1 項及び第 6 条第 1 項の知事等が別に定めるもの（平成 17 年三重県告示第 831 号）の一部を次の

ように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改  正  後 改  正  前 

別表第 1 別表第 1 

 （略） （略）   （略） （略）  

 三重県リサイクル製品

利用推進条例（平成 13

年三重県条例第 46 号） 

第 11 条第 3 項 

 

 三重県リサイクル製品

利用推進条例（平成 13

年三重県条例第 46 号） 

第 11 条第 3 項 

 

     三重県公益認定等審議

会及び県が所管する公

益信託に関する条例

（平成 14 年三重県条例

第 42 号） 

第 38 条第 1 項（第 3 号（報告に

関する書類を除く。）を除く。）及

び県が所管する公益法人及び公

益信託に関する条例等の一部を

改正する条例（平成 20 年三重県

条例第 27 号）附則第 2 項でなお

その効力を有することとされる

改正前の県が所管する公益法人

及び公益信託に関する条例第 18

条（第 2 号を除く。） 

 

 （略） （略）   （略） （略）  

別表第 3 別表第 3 

 （略） （略）   （略） （略）  

 三重県生活環境の保全

に関する条例 

第 14 条第 2 項   三重県生活環境の保全

に関する条例 

第 14 条第 2 項  

     三重県公益認定等審議

会及び県が所管する公

益信託に関する条例 

県が所管する公益法人及び公益

信託に関する条例等の一部を改

正する条例附則第 2 項でなおその

効力を有することとされる改正

前の県が所管する公益法人及び

公益信託に関する条例第 19条第 1

項（第 2 号を除く。） 

 

  

   附 則 

1  この告示は、令和 8 年 4 月 1 日から施行する。 
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2  三重県公益認定等審議会及び県が所管する公益信託に関する条例及び県の出資法人への関わり方の基本的事

項を定める条例の一部を改正する条例（令和 8 年三重県条例第 21 号）附則第 2 項の規定によりなお従前の例に

よるとされる旧公益信託であって、三重県知事又は三重県教育委員会の所管に属するものにおけるこの告示に

よる改正後の三重県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例第 3 条第 1

項、第 4 条第 1 項、第 5 条第 1 項及び第 6 条第 1 項の知事等が別に定めるものの適用については、別表第 1 中 

 「 

三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例施行規則

（平成 20 年三重県規則第 78 号） 

第 3 条第 1 項 

」 

とあるのは 

 「 

三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例施行規則

（平成 20 年三重県規則第 78 号） 

第 3 条第 1 項 

三重県公益認定等審議会及び県が所管する公益信託に関する

条例及び県の出資法人への関わり方の基本的事項を定める条

例の一部を改正する条例（令和 8 年三重県条例第 21 号）によ

る改正前の三重県公益認定等審議会及び県が所管する公益信

託に関する条例（平成 14 年三重県条例第 42 号） 

第 38 条第 1 項（第 3 号（報告に関する書類を除く。）

を除く。） 

」 

とする。 
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